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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第26期 第27期 第28期 第29期 第30期

決算年月 2021年12月 2022年12月 2023年12月 2024年12月 2026年３月

売上高 （千円） 1,594,442 4,631,643 5,683,668 6,211,422 3,261,341

経常利益又は経常損失（△） （千円） 77,809 △541,085 △298,419 △243,821 120,469

親会社株主に帰属する当期純

利益又は親会社株主に帰属す

る当期純損失（△）

（千円） 59,756 △526,332 △117,980 △742,757 850,829

包括利益 （千円） 59,756 △676,104 △166,395 △793,446 807,209

純資産額 （千円） 2,180,285 2,275,678 1,509,958 1,294,889 1,683,994

総資産額 （千円） 2,684,288 4,002,856 3,461,127 3,486,185 2,379,418

１株当たり純資産額 （円） 254.51 186.57 126.63 92.81 196.44

１株当たり当期純利益又は１

株当たり当期純損失（△）
（円） 6.98 △61.43 △14.61 △104.86 99.25

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益
（円） 6.97 － － － －

自己資本比率 （％） 81.2 39.9 25.5 22.8 70.8

自己資本利益率 （％） 2.7 △27.9 △9.5 △88.6 68.6

株価収益率 （倍） 69.9 － － － 2.4

営業活動によるキャッシュ・

フロー
（千円） 92,098 △806,471 △181,986 △672,970 △13,560

投資活動によるキャッシュ・

フロー
（千円） △65,487 249,882 51,630 △193,353 △56,982

財務活動によるキャッシュ・

フロー
（千円） △349,254 311,974 △215,926 811,202 △430,596

現金及び現金同等物の期末残

高
（千円） 1,875,910 1,635,450 1,288,935 1,233,814 727,674

従業員数
（名）

86 156 127 120 78

（外、平均臨時雇用者数） (6) (34) (30) (34) (24)

（注）１．第27期、第28期及び第29期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するもの

の、１株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。また、第30期の潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

２．第27期、第28期及び第29期の株価収益率については、１株当たり当期純損失であるため記載しておりませ

ん。

３．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は連結会計年度の平均人数を（　）外数で記載しております。

４．第30期末の従業員数（外、平均臨時雇用者数）は、第29期末に比べて42（10）名減少しております。これは

主に、ReYuu Japan株式会社を連結の範囲から除外したことによるものであります。

５．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第27期の期首から適用してお

り、第27期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま

す。

６．第30期は、決算期変更により2025年１月１日から2026年３月31日までの15ヶ月間となっております。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第26期 第27期 第28期 第29期 第30期

決算年月 2021年12月 2022年12月 2023年12月 2024年12月 2026年３月

売上高 （千円） 1,593,099 1,620,763 1,648,620 1,516,780 1,739,797

経常利益又は経常損失（△） （千円） 87,186 △298,084 9,444 △92,531 44,471

当期純利益又は当期純損失

（△）
（千円） 69,202 △360,316 18,426 △635,282 528,967

資本金 （千円） 954,014 954,239 50,188 389,047 389,047

発行済株式総数 （株） 8,566,700 8,569,100 8,571,100 10,185,600 10,185,600

純資産額 （千円） 2,157,068 1,741,520 1,160,323 1,202,759 1,692,227

総資産額 （千円） 2,660,635 3,032,595 2,249,990 2,371,960 2,387,617

１株当たり純資産額 （円） 251.80 203.23 166.76 140.30 197.40

１株当たり配当額
（円）

6.50 － － － －

（１株当たり中間配当額） (－) (－) (－) (－) (－)

１株当たり当期純利益又は１

株当たり当期純損失（△）
（円） 8.08 △42.05 2.28 △89.68 61.70

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益
（円） 8.07 － 2.28 － －

自己資本比率 （％） 81.1 57.4 51.6 50.7 70.9

自己資本利益率 （％） 3.2 △18.5 1.3 △53.8 36.5

株価収益率 （倍） 60.4 － 134.2 － 3.8

配当性向 （％） 80.4 － － － －

従業員数
（名）

86 92 92 92 78

（外、平均臨時雇用者数） (6) (8) (15) (20) (24)

株主総利回り （％） 49.0 31.6 31.0 30.4 23.9

（比較指標：配当込み

TOPIX）
（％） (112.7) (110.0) (141.1) (169.9) (220.9)

最高株価 （円） 1,060 517 483 399 431

最低株価 （円） 458 298 278 209 228

（注）１．第27期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純

損失であるため、記載しておりません。また、第29期及び第30期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益に

ついては、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

２．第27期及び第29期の株価収益率については、１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

３．第27期、第28期、第29期及び第30期の配当性向については、無配のため記載しておりません。

４．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は事業年度の平均人数を（　）外数で記載しております。

５．最高・最低株価は、東京証券取引所スタンダード市場における株価であります。

６．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第27期の期首から適用してお

り、第27期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま

す。

７．第30期は、決算期変更により2025年１月１日から2026年３月31日までの15ヶ月間となっております。
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２【沿革】

　当社グループは、1996年に東京都港区高輪において、販売促進・広報活動の支援を目的とする会社として、株式会

社ショーケース・ティービーの前身である有限会社フューチャーワークスを設立し、1998年に株式会社へ組織変更い

たしました。2005年には、事業拡大及び経営資源の効率化を図るため株式会社フューチャーワークスを存続会社と

し、株式会社スマートイメージ（インターネット、Web動画等を活用したプロモーション事業）の吸収合併を行い、

商号を「株式会社ショーケース・ティービー」に変更いたしました。

　2022年１月には日本テレホン株式会社（東証スタンダード：9425、現：ReYuu Japan株式会社、以下「ReYuu社」と

いう。）と資本業務提携を行い、同年２月に連結子会社化いたしました。

　2024年11月にはAIフュージョンキャピタルグループ株式会社（東証スタンダード：254A、以下「AIF社」とい

う。）と資本業務提携を行い、同年12月に当社はAIF社の連結子会社となりました。

　2025年３月にはReYuu社株式の一部を譲渡した結果、連結の範囲から除外いたしました。

 

　会社設立以来の主な推移は、以下のとおりであります。

年月 概要

1996年２月 東京都港区高輪に有限会社フューチャーワークスを設立

1998年９月 資本金を1,000万円とし株式会社に組織変更

1998年10月 本店を東京都港区芝浦に移転

2002年11月 本店を東京都港区赤坂に移転

2005年11月 株式会社フューチャーワークスを存続会社として、株式会社スマートイメージを吸収合併し、商号を

「株式会社ショーケース・ティービー」に変更

2006年12月 誘導型のランディングページ（ユーザが初めに閲覧するページ）最適化サービス「ナビキャスト」提供

開始

2008年４月 入力フォームの最適化サービス「フォームアシスト」を提供開始

2015年３月 東京証券取引所マザーズに株式を上場

2016年12月 東京証券取引所市場第一部へ市場変更

2017年８月 ベンチャーキャピタル事業の子会社「株式会社Showcase Capital」を設立

2019年１月 本店を東京都港区六本木に移転

2019年４月 商号を「株式会社ショーケース」に変更

2019年10月 オンライン本人確認/eKYCツール「ProTech ID Checker」を提供開始

2021年11月 企業と顧客をつなぐプラットフォーム「おもてなしSuite」を提供開始

2022年１月 日本テレホン株式会社（現：ReYuu Japan株式会社）との資本業務提携

2022年２月 日本テレホン株式会社（現：ReYuu Japan株式会社）を連結子会社化

2022年４月 東京証券取引所の市場再編に伴い、スタンダード市場に移行

2024年11月 AIフュージョンキャピタルグループ株式会社との資本業務提携

2024年12月 AIフュージョンキャピタルグループ株式会社の連結子会社となる

2025年３月 ReYuu Japan株式会社の株式を譲渡し連結子会社から除外

※連結子会社である日本テレホン株式会社は、2024年２月１日をもって、「ReYuu Japan株式会社」に商号変更いたしま

した。
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３【事業の内容】

　当社グループはデジタルトランスフォーメーション（以下、「DX」という。）を目的とした、Webサイト最適化技

術などを中心に、オンラインビジネスのコンバージョン率（成約率）の向上を実現する、SaaS事業を展開しておりま

す。具体的には、特許技術（国内外）を活用したクラウド型のWebサイト最適化サービス「NaviCastシリーズ」、本

人確認におけるなりすまし防止などのセキュリティ強化を目的とした「ProTechシリーズ」を提供しております。

　昨今の新型コロナウイルス感染症拡大により、リモートワーク環境やオンライン手続きなどの国内のインフラ改革

は急速なスピードで進んでおり、デジタル化の急進、不正口座利用問題による本人確認や多要素認証ニーズの急拡大

を受け、非対面取引の市場が急成長しております。当社グループは今まで以上に大きなビジネスチャンスが期待でき

る市場に対して、引き続き、積極的な事業展開を進めてまいります。

 

　当社グループは、４つのセグメントにおいて事業を展開しております。

　１つ目の「DXクラウド事業」では、当社の主力事業であるWebサイトの最適化技術によりコンバージョン率（成約

率）を高めるクラウドサービス「NaviCastシリーズ」と、セキュリティ関連のクラウドサービス「ProTechシリー

ズ」の提供を行っております。２つ目の「広告・メディア事業」では、オウンドメディアの運用と広告関連サービス

の提供を行っております。３つ目の「投資関連事業」では、国内外における技術ベンチャー企業などへの投資事業を

行っております。４つ目の「情報通信関連事業」では、中古スマートフォン等の通信端末機器の販売・買取及びレン

タル事業を行っております。なお、「情報通信関連事業」については、2025年３月25日付でReYuu社の一部株式を譲

渡しており譲渡日をもって当社の連結範囲から除外されていることから事業内容に関する記載を省略いたします。

 

　以下に示す区分は、セグメントと同一の区分であります。

 

セグメント名称 主要な事業及びサービス

(１）DXクラウド事業

オンラインビジネスのコンバージョン率（成約率）向上を実現するWebマー

ケティング支援サービス「NaviCastシリーズ」、オンライン本人確認サービ

ス「ProTechシリーズ」を提供するSaaS事業

(２）広告・メディア事業 IT関連情報メディア及び金融情報メディア等のメディア事業

(３）投資関連事業 国内外における技術ベンチャー企業への投資事業
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(1）DXクラウド事業

①　NaviCastシリーズ

　「NaviCastシリーズ」は、Webサイト最適化技術により企業の運営するWebサイトのコンバージョン率（成約

率）を高めるクラウドサービスです。主力サービスである「フォームアシスト」は、EFO：入力フォーム最適化

市場で10年連続シェアNo.１（※１）を獲得し、金融機関を中心としたお客様に対して、ウェブ解析士の資格を

有するコンサルタントによる改善効果の高い提案により、付加価値の高いサービスを提供しております。

 

※１　ITR「ITR Market View：メール／Web／SNSマーケティング市場2024」入力フォーム最適化市場規模推移お

よび予測（2014年～2023年度予測・売上金額）

 

②　ProTechシリーズ

　「ProTechシリーズ」は、Webサイトにおける不正なログインやなりすまし等を防止するセキュリティ強化、入

力ミスによる機会損失や本人確認における書類不備を防ぐことで、お客様のコンバージョン（成約）獲得のベネ

フィットを最大化するクラウドサービスです。オンライン本人確認/eKYC サービス「ProTech ID Checker」はメ

ガバンクをはじめとする金融機関、中古品買取事業者等の古物商、法律事務所、レンタルショップ、通信キャリ

ア、シェアリングエコノミー関連、マッチングアプリ、暗号資産取引サービス、Web3.0関連サービスなど幅広い

業界でご導入いただきました。直近では、通信キャリアや金融機関等に向けて、運転免許証を用いた本人確認だ

けでなく、マイナンバーカードのICチップを活用した本人確認の導入が拡大しております。2027年４月から、

ネット銀行やクレジットカードの本人確認がマイナンバーカードのICチップを読み取る方法に原則一本化される

ことから、今後もマイナンバーカードを活用した本人確認は拡大していくものとみられます。2024年７月にはあ

らゆる書類の読み取りが可能な「ProTech AI-OCR」をリリースしており、順調に販売を拡大しております。

 

(2）広告・メディア事業

①　オウンドメディア運営

　オウンドメディア運営は、スマートフォン関連ニュース系メディアを主軸コンテンツとして、プログラミングス

クール紹介、英会話スクール比較等のテーマで展開するメディア「ショーケース プラス」を運営しておりま

す。新領域メディアの展開やチャネルの拡大により、さらなる売上成長を目指してまいります。

 

②　広告関連サービス

　広告関連サービスは、従来から提供してきた運用広告関連サービスに加え、顧客のニーズに合わせたSNS広告運

用サービスを提供しております。

 

(3）投資関連事業

　投資関連事業を手掛ける子会社「株式会社Showcase Capital」は、高い成長ポテンシャルを持つ技術ベンチャー

への出資など投資関連事業を行っております。
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　当社グループの事業の系統図は次のとおりであります。

 

［事業系統図］
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４【関係会社の状況】

名称 住所
資本金又は
出資金
（千円）

主要な事業
の内容

議決権の所有
（又は被所有）
割合（％）

関係内容

（親会社）      

AIフュージョンキャピタル

グループ株式会社

（注）１

東京都港区 591,765

ベンチャー企業への

投資及び投資事業組

合の組成及びその管

理・運営等を行うグ

ループ会社の経営管

理及びこれに附帯又

は関連する業務

（被所有）

51.02

資本業務提携

資金の貸付

リース取引

役員の兼任

経営指導料の支払

（連結子会社）      

株式会社Showcase Capital 東京都港区 10,000 投資関連事業 100.00

役員の兼任

資金の貸付

事務所の賃貸

当社サービスの提

供

経営指導料の授受

（注）１．有価証券報告書の提出会社であります。

２．当連結会計年度において、株式を一部売却したことに伴い、ReYuu Japan株式会社を連結の範囲から除外し

ております。
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第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

　当社グループの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下のとおりです。なお、文中の将来に関する事項

は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

 

(1）経営方針・コアバリュー・事業コンセプト

　当社グループは、2015年３月19日に東京証券取引所マザーズ市場に上場し、2016年12月21日に東京証券取引所市

場第一部へ市場変更いたしました。そして、2022年４月には東京証券取引所スタンダード市場に移行いたしまし

た。Webマーケティングの分野においては、独自の特許技術に基づく自社製品を数多くリリースし、多くの素晴ら

しいお客様とのご縁をいただきました。

　そして2019年４月から、「おもてなしテクノロジーで人を幸せに」をコアバリューとし、商号を株式会社ショー

ケースとして新たなスタートを切りました。また、ステークホルダーの皆様に事業戦略がより伝わりやすいよう、

ビジネスコンセプトを「企業と顧客をつなぐDXクラウドサービス」に一新いたしました。

　自社独自のSaaSテクノロジーで多様なビジネス課題を解決し、絶え間ない機能進化と確かな信頼で、顧客の持続

的な成長を支えるパートナーを目指します。

 

(2）経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

　当社グループの経営上の目標達成状況を判断するために、売上高成長率を重要な経営指標として位置付け、各経

営課題に取り組んでおります。営業利益及び当期純利益については、経営上の目標達成のための戦略的投資や外部

環境変化に応じて経営をコントロールするための指標として位置付けるとともに、中長期的な拡大を目指しており

ます。

 

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　そのために、当社グループは、以下の７点を主な経営の課題として認識しております。

 

①　既存事業の収益の拡大

　当社グループは、インターネットを通じてのサービス提供を主な収益基盤の事業としており、これらの事業の

安定的・持続的な発展が不可欠なものであると考えております。そのためにも継続的なユーザビリティの改善

や、安定的なサービス提供及び調達環境が必須であります。これらの実現のため、既存事業においては、機能面

の継続的な改善や保守管理体制の強化に加え、組織・営業体制の再構築と強化を図ることで信頼性を向上させ、

顧客獲得増加を目指します。また、新規事業・新商品開発においては、業界動向の注視とクライアントの潜在需

要の迅速な把握に努め、商品戦略の確立やパートナー企業との連携による新ビジネスの創出を積極的に推進しま

す。これらの取り組みを通じて、事業規模の拡大と新たな収益源の確保を図ることで、収益基盤の拡大を行って

まいります。

 

②　認知度の向上

　当社グループは、収益基盤強化のため、オンライン手続きプラットフォームサービス「おもてなしSuite」、

Webマーケティングの最適化サービス「NaviCastシリーズ」やオンライン本人確認サービス「ProTechシリー

ズ」、その他サービスの認知度の向上を図ることが必要であり、これらの認知度向上は新規の顧客開拓や優秀な

人材の確保に寄与するものと考えております。当社グループとしましては、広報活動やセミナーのほか地方金融

機関や自治体を対象としたマーケティングを継続して実施することにより認知度向上を目指してまいります。

 

③　アライアンスによるシナジー創出

　当社グループは、急激な事業環境の変化に対応し、競合他社に比べて更なる収益の拡大を図るために、事業規

模の拡大と新たな収益源の確保が必須であると考えております。そのため、業界の動向を注視しつつ、また、ク

ライアントの潜在需要をいち早く読み取り、商品戦略の確立や、パートナー企業との提携による新たなビジネス

の創出等、新規事業及び新商品開発に積極的に取り組むことで、更なる収益基盤の拡大を推進してまいります。
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④　情報セキュリティ体制の強化

　当社グループは、インターネットを通じてサービスを提供することを主な事業としております。強固なセキュ

リティを確保しつつ安定的なサービスを維持・継続するには、サービス提供に係るシステムの安定的な稼働が重

要であると認識しております。今後も引き続き、技術的セキュリティ向上のみならず、組織全体のマネジメント

体制も含め、情報セキュリティ体制の継続的な改善に努めてまいります。

 

⑤　技術革新への対応

　当社グループは、生成AIやインターネットサービス、スマートフォン等の技術革新に対して適時に対応を進め

ることが、事業展開上重要な要素であると認識しております。業界内の主要ベンダーや技術コミュニティから発

せられる最新情報を定期的に入手するほか、クライアントの潜在需要を自社製品に迅速に反映することでサービ

スの先進性や安定性を確保していく方針であります。また、グループ企業をはじめとするパートナー企業との連

携強化や、アライアンスへの取り組みに注力することで、技術革新に対応できる体制強化に取り組んでまいりま

す。

 

⑥　人材の確保

　当社グループが今後更に事業を拡大していくためには、優秀な人材の確保と育成が必要不可欠であると考えて

おります。特に技術者の採用においては、他社との獲得競争が激しさを増し、今後も安定した人材確保には厳し

い状況が続くものと思われます。採用市場における認知度向上により、競争力の強化を図るとともに、魅力のあ

る職場環境を構築し、社員の能力やモチベーション向上に資するため、研修制度の強化、福利厚生の充実、人事

制度の整備・運用を進めてまいります。

 

⑦　ガバナンス体制の強化

　当社は、2024年12月にＡIフュージョンキャピタルグループ株式会社（東証スタンダード、以下「AIF社」とい

います。）の子会社となりました。こうした状況から、当社の事業運営における独立性を担保しつつも、グルー

プ内のガバナンス強化を十分に行うことで、株主価値向上を目的としたグループ一丸となった経営戦略の遂行に

努める方針です。具体的な取り組みとして、少数株主の利益を保護するため、支配株主との利益相反リスクにつ

いて適切に審議・検討することを目的として、2025年３月27日より特別委員会を設置いたしました。今後も、企

業の社会的責任を果たすための取り組みや、企業経営のリスクに対応するための内部統制システムの構築及び運

用についても、一層の強化を図ってまいります。
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２【サステナビリティに関する考え方及び取組】

 

　当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。

　なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

 

 

(1）ガバナンス

　当社グループは、経営の効率性及び透明性を高めながら、株主をはじめとした多くのステークホルダーの利益を

最大化し、企業価値を向上させるために、コーポレート・ガバナンスの確立が重要な経営課題の一つであると考え

ております。そのような状況を踏まえ、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応しながら、関係諸法令を遵守し、経

営組織体制を整備運用してまいります。

　当社グループは、経営環境の変化に対応した競争優位性の高い戦略を実践し、迅速な意思決定を行うため、取締

役会を月１回開催し、緊急を要する場合には、臨時取締役会又は書面決議による取締役会を開催しております。取

締役会には社外取締役（社外監査等委員を含む）も出席し、専門的な知見をもとにした助言などにより取締役会の

監督機能を高めるとともに、活発な議論が交わされるように努め、公正・迅速な意思決定を行っております。その

他代表取締役が指名したオブザーバーによって構成される経営会議を原則月１回開催しております。

　また、事業リスク等の認識及び対応や、コンプライアンス体制の構築を図るべく、当社の代表取締役社長を委員

長とし、取締役及び監査等委員（社外を含む）等で構成された「コンプライアンス委員会」を原則年に４回開催し

ております。コンプライアンス委員会では、全社に対して法令・定款・規程等違反をはじめとしたコンプライアン

ス違反を未然に防止するとともに、違反が生じた場合でも速やかに対応をすることで被害を最小限に留めるよう情

報の収集や意見交換を行うとともに、社員教育の徹底を行っております。

 

(2）戦略

　当社グループは、「おもてなしテクノロジーで人を幸せに」というコアバリューに基づき、社会の「不」を解消

するサービスを通じて、中長期的な企業価値向上を目指すため、サステナビリティの取り組みを検討・推進してお

ります。また、その取り組みにより、ステークホルダーの期待を知り、その期待を上回る幸せを提供することで持

続可能な社会の実現を目指してまいります。

　当社グループは、未知の感染症や気候変動による異常気象などによる影響を低減させ、事業継続を図るためにも

業務のデジタル化を始めとするDXを推進しており、そのDX推進を通じて、顧客企業の事業成長を支援し、継続的な

発展に貢献することで持続可能な社会の実現に寄与するものと考えております。

　人材の多様性の確保を含む人材育成方針として、当社グループは「すべての社員が誠実に仕事に向き合い、挑戦

を続け、社員と会社が共に成長できる環境創り」を人事ビジョンとして掲げており、本ビジョンを実現するため

に、性別や国籍等を問うことなく、また、新卒や中途採用等に関わらず、個人の持つパーソナリティが当社グルー

プの多様性と組織力向上に寄与するかを方針と定めております。

　社内環境整備においては、フルフレックス勤務や法定以上の年次有給休暇の付与、職場で従業員が相互にコミュ

ニケーションが図れる仕組みを構築するなど、環境整備を継続的に実施しております。

 

(3）リスク管理

　サステナビリティに関するリスク管理については、リスク管理規程及びコンプライアンス規程を定めるととも

に、取締役会において、中長期的な事業継続に関するリスクの一環として検討がなされている状況であります。そ

の主な内容は、「第２　事業の状況　３　事業等のリスク」に記載の通りでありますが、サステナビリティ推進の

観点からも、継続したリスク管理の体制を実践してまいります。

 

(4）指標及び目標

　当社グループは、多様な人材を活かし、その能力を最大限発揮できる機会を提供することで、イノベーションを

生み出し、価値創造が可能となる環境構築が、当社グループの持続的な成長に重要であることを認識しておりま

す。多様性の確保という観点から、女性従業員や外国人等の採用、また、女性管理職の登用等、当社グループで活

躍できる環境整備を充実し、中長期的な企業価値向上を目指しておりますが、現時点で測定可能な目標設定や状況

の開示には至っておりません。しかしながら多様な人材にとって働きがいがあり、多様性が活かされる組織になる

ことで、持続的な成長を実現してまいります。
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３【事業等のリスク】

　当社グループの事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性がある

事項を以下に記載しております。以下の記載のうち将来に関する事項については、本書提出日現在において当社グ

ループが判断したものであり、将来において発生の可能性があるすべてのリスクを網羅するものではありません。

　なお、物価上昇に伴う原価高騰、不安定な為替相場や米国の政策動向等、今後の状況の経過により当社グループの

財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(1）関連市場及びサービスに関連するリスクについて

　当社グループは、Webマーケティングに関連したDXクラウド事業、広告・メディア事業、投資関連事業を展開す

る企業です。当社グループはインターネット上におけるサービス提供を中核事業としており、事業の拡大において

はインターネット関連市場の更なる拡大が必要であると考えております。しかしながら、インターネット関連市場

に対する新たな規制や技術革新等の要因により、市場の拡大が困難となった場合や新規参入企業との競争が激化し

た場合、知的財産権の侵害等があった場合には、当社グループの収益力等が低下し経営成績及び財政状態に影響を

与える可能性があります。

　自社で蓄積したノウハウや、サービスの技術的開発力、市場ニーズをいち早く汲み取ること等によって、サービ

スの優位性を強化しリスク低減に努めております。

　また、サービスを安定的に供給するために、クラウドサービスへのサーバーの設置、定期的なバックアップ、稼

働状況の常時監視及び脆弱性診断等により、システムトラブルの事前防止及び回避に努めております。

　これらの対策に努めているものの、自然災害や事故などにより通信ネットワークの遮断又は障害が生じた場合、

急激なアクセス増加による負荷の増大によってサーバーが停止した場合には、当社グループがサービスを提供する

ことができなくなり、売上高の減少、システムコストの増加、信頼性の低下等の可能性があります。

 

(2）技術革新について

　当社グループが事業を展開する上での土台となるIT及びインターネット関連業界は、極めて早いスピードで技術

革新が続いております。それに応じた業界標準及び利用者ニーズが急速に変化するため、当社グループにおきまし

ては、それらの技術革新による急速な変化に対応すべく、先端技術の知見やノウハウの蓄積、更には優秀な技術者

の採用を推進する等、積極的な対応に努めております。

　これらのリスクの顕在化を未然に防ぐため、先端技術の台頭や動向に十分留意するとともに、継続的なシステム

投資及び技術者の能力向上に努めておりますが、技術革新への対応が遅れ、当社グループの技術的優位性やサービ

ス競争力の低下を招いた場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(3）法的規制及びコンプライアンス体制に関するリスクについて

　当社グループの事業を規制する主な法規則として、「電気通信事業法」、「特定電気通信役務提供者の損害賠償

責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」、「特定電子メー

ルの送信の適正化等に関する法律」等、また個人情報の取扱いなどについては、「個人情報の保護に関する法律」

等があります。インターネットの利用や関連するサービス及びインターネット関連事業を営む事業者を規制対象と

する新たな法令等の規制や既存法令等の解釈変更がなされた場合には、当社グループの事業が制約を受ける可能性

があります。これらの規制等に従うため、コンプライアンス体制の整備、運用及び改善に努めております。また、

プライバシーマーク及び情報セキュリティマネジメントシステム「ISO27001」、「ISO27017」の認証を取得・更新

しており、当該公的認証に準拠した規定・マニュアルの整備・運用を行うことで、情報管理体制の強化に努めてお

ります。引き続き、細心の注意を払い、関連諸法令遵守に努め、情報漏洩防止に取組み、リスクの低減に努めてま

いります。これらの対策に努めているものの、コンプライアンス体制の整備の遅れ等によって適切に対応ができ

ず、これらの規制等への違反・抵触が生じ、監督官庁等から処分や指導を受け、当社グループの社会的信用の失墜

又は損害賠償請求の発生等により、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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(4）情報セキュリティについて

　当社グループの事業においては、サービス利用において、ユーザー企業等にかかる個人情報や機密情報が含まれ

ており、これらの情報にかかるデータ等を取り扱っております。

　当社グループは、役職員に対する個人情報取扱いにおける研修の実施、システム上のセキュリティ対策やアクセ

ス権限管理の徹底に加え、プライバシーマーク及び情報セキュリティマネジメントシステム「ISO27001」、

「ISO27017」の認証を取得・更新しており、当該公的認証に準拠した規定・マニュアルの整備・運用を行うこと

で、情報管理体制の強化に努めております。また、一部クラウドサービスでは情報セキュリティ面の管理体制が有

効であることを評価する「SOC2 Type2報告書」を取得し、リスクの低減に努めています。

　なお、当社グループでは、第三者からの不正アクセス攻撃に備えて、サーバーシステム及びソースコードに対す

るセキュリティ対策を講じることで、情報の漏洩防止にかかわる強化を図っております。また、様々な事業上の各

種情報の管理・保管等に関して、規定の策定、社内ネットワークの監視、業務従事者に対する教育、役職員からの

誓約書の提出、業務委託先企業に対する管理監督、その他情報セキュリティの確保を継続的に行っております。

　しかしながら、このような対策をとっているものの、万が一、外部からの不正アクセス、システム運用における

人的過失、その他想定外の事態の発生により情報等が社外に流出した場合、当社グループの社会的信用の失墜又は

損害賠償請求の発生等により、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

(5）経営体制に関するリスクについて

　当社の代表取締役社長である松本高一を筆頭に、監査等委員である取締役を含めて、経営陣は当社の事業運営に

必要なスキルを持ち合わせた人材を取締役に選任しております。今後も事業環境や、成長戦略にあわせた人材登用

をすすめていく予定ではありますが、何らかの理由により、当社の経営陣による事業運営が困難となった場合に

は、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

(6）人材の確保に関するリスクについて

　当社グループが今後の更なる事業拡大を図るためには、営業、開発、管理をはじめとする各部門において、優秀

な人材の確保と育成が必要不可欠であると認識しております。

　当社グループにおいては、積極的な採用活動への注力及び社内教育体制の構築等、優秀な人材の確保と育成を行

いリスク低減に努めているものの、計画どおりに人材の採用や育成、又は、事業拡大に応じた管理体制の構築が進

まなかった場合、想定どおり事業拡大ができない可能性、採用コストの増加の可能性等があり、当社グループの経

営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

(7）自然災害・未知の感染症に関するリスク

　当社グループでは、新型コロナウイルス感染症や未知の感染症が発生した場合には国内外経済に悪影響が及び、

当社グループの経営成績及び財政状態へも悪影響を及ぼす可能性があります。

　その他、大地震等の自然災害及び火災等により、設備の損壊や電力供給の制限等の不測の事態が発生した場合や

予期できない経済又は社会活動の行動変容が起こった場合、当社グループの事業継続、経営成績及び財政状態に影

響を及ぼす可能性があります。

　当社グループは感染症リスクへの社内対策として、新型コロナウイルス感染症拡大以降、従業員の健康を守りつ

つ、非対面営業体制の確立やデジタルマーケティング等の生産性の向上につなげるための施策を講じております。

また、災害対策におきましては、BCPに則り災害時の対策フローを確立し、災害時にも事業継続ができる対策を講

じ、リスクの低減に努めております。
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(8）継続企業の前提に関する重要事象等

　当社グループは、情報通信関連事業において新型コロナウイルス感染症拡大に伴う調達難等の影響を受け、営業

キャッシュ・フローは2022年12月期から当連結会計年度まで４期連続してマイナスとなりました。これにより、継

続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。

　当社グループは、当該状況を解消すべく、業績及び営業キャッシュ・フローの改善に向けた施策を推進してまい

りました。

　その結果、当連結会計年度においては、営業利益126,570千円（前連結会計年度は営業損失165,842千円）、営業

活動によるキャッシュ・フローは△13,560千円（前連結会計年度は△672,970千円）となり営業利益及び営業

キャッシュ・フローが大幅に改善いたしました。

　資金面につきましては、2024年12月13日付の第三者割当増資（677,418千円）に加え、2025年３月25日にReYuu社

の株式の一部譲渡（譲渡金額1,267,000千円）により、安定的な手元流動性を確保いたしました。これらの資金を

活用し、借入金の繰上げ返済（320,012千円）を実施したほか、余資運用として親会社であるAIフュージョンキャ

ピタルグループ株式会社への貸付（1,000,000千円）を行っております。この結果、当連結会計年度末の現金及び

預金は727,674千円となりました。

　以上の結果、事業活動の維持拡大に必要な運転資金及び設備資金の調達は今後も十分可能であり、業績も回復基

調にあることから、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。
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４【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）経営成績等の状況の概要

　当連結会計年度における当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の財政状態、経営成績及び

キャッシュ・フロー（以下、「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。

　なお、当連結会計年度は、決算期変更の経過期間であり、2025年１月１日から2026年３月31日までの15ヶ月間の

変則決算となっております。このため、前年同期との比較は行っておりません。

 

①　財政状態及び経営成績の状況

　当連結会計年度における我が国経済は、雇用・所得環境の改善による個人消費の持ち直しとともに、省力化や

AI関連需要を中心とした旺盛な設備投資を背景として、緩やかな回復基調で推移しました。一方で、円安や原材

料・エネルギー価格の高止まりが物価を押し上げており、中東情勢の深刻化から先行きについても非常に厳しい

状況が予想されます。

　当社グループでは、「おもてなしテクノロジーで人を幸せに」をコアバリューに据え、「企業と顧客をつなぐ

DXクラウドサービス」をコンセプトに事業を推進しています。

　当社グループが事業展開する主要マーケットにおいては、新型コロナウイルス感染症拡大を契機に、リモート

ワーク等の働き方改革、デジタルトランスフォーメーション（以下、「DX」という）への取り組みが多くの企業

で進められております。また、インターネットやスマートフォンなどのデバイスを活用した本人確認を安全かつ

効率的に進めるためのオンライン本人確認（eKYC等）やマイナンバーカードを利用した公的個人認証サービス

（JPKI：Japanese Public Key Infrastructure）、多要素認証（MFA：Multi-Factor Authentication）、等の

ニーズを受け、非対面取引に関する市場が急拡大しております。2027年４月には、犯罪収益移転防止法の改正が

予定されており、市場のさらなる拡大が期待されます。

　今後も、これらの成長市場に対して、当社グループの培ったユーザビリティの高い技術を活用し、社会の”

不”を解消する価値の高いサービスを積極的に提供してまいります。

 

　なお、連結子会社は投資関連事業を行う株式会社Showcase Capitalの１社となります。

 

　また、情報通信関連事業を行うReYuu Japan株式会社（東証スタンダード：9425　以下、「ReYuu社」という）

については、2025年３月25日付の株式譲渡により連結の範囲から除外しておりますが、第１四半期連結会計期間

までの損益計算書は連結しております。

 

　この結果、当連結会計年度の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。

 

(a）財政状態

　当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,106,766千円減少し、2,379,418千円とな

りました。当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,495,872千円減少し、695,423千

円となりました。当連結会計年度末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ389,105千円増加し、

1,683,994千円となりました。

 

(b）経営成績

　当連結会計年度における売上高は3,261,341千円、営業利益は126,570千円、経常利益は120,469千円、親会

社株主に帰属する当期純利益は850,829千円となりました。
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　セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

 

＜DXクラウド事業＞

　DXクラウド事業は主に、企業のWebサイト分析・解析支援を行う「NaviCastシリーズ」、オンライン本人確

認サービスを行う「ProTechシリーズ」で構成されております。

　NaviCastシリーズについて、当社の基盤サービスであるEFOツール「FormAssist」は、入力フォーム最適化

市場：ベンダー別売上金額シェアで10年連続（2014～2023年度予測）No.１を獲得しました（※１）。また、

2025年２月より、撮影した書類の文字データを読み取り自動で入力フォームへ反映させるサービス「NaviCast

AI-OCR」の提供を開始するなど、堅調に推移しております。

 

※１　出典：ITR「ITR Market View：メール／Web／SNSマーケティング市場2024」入力フォーム最適化市場規

模推移および予測（2014年～2023年度予測・売上金額）

 

　ProTechシリーズについて、オンライン本人確認/eKYCサービス「ProTech ID Checker（プロテック アイ

ディー チェッカー）」の利用企業はメガバンクをはじめとする金融機関、中古品買取事業者等の古物商、通

信キャリアなど多岐に亘っており、累計の導入社数は400社を突破いたしました。2026年4月の携帯電話不正利

用防止法改正・施行、2027年4月の犯罪収益移転防止法の施行を背景に着実に伸長しております。

　また、2025年２月にはマイナンバーカードに関連する様々なICアプリケーションを一括管理・利用できる公

的認証スーパーアプリ「ProTech マイナンバーIC認証」の提供を開始いたしました。デジタル庁のマイナン

バーカード・インフォ（※２）でも紹介されております。昨今のサイバー攻撃の高度化を背景に、情報セキュ

リティ対策の重要性が一層高まる中、当社ではお客さまのデータ保護を最優先事項と捉え、国際的なセキュリ

ティ基準である「SOC 2® Type 2」の取得が完了しました。これに伴い、さらなる厳格なセキュリティ管理体

制の構築を図ると共に、収益構造の改善も同時に進めてまいります。

 

※２　出典：令和７年４月18日 デジタル庁 マイナンバーカード・インフォ（民間事業者向け）vol.77

 

　以上の結果、DXクラウド事業全体における売上高は1,376,225千円、セグメント利益（営業利益）は533,957

千円となりました。

 

＜広告・メディア事業＞

　オウンドメディアにおいては、主力となるスマートフォン情報メディアをはじめとして、複数のライフスタ

イル情報等の比較メディアを中心に、様々なSEOメディアを運用しております。また、広告関連サービスにお

いては、従来から提供してきた運用広告関連サービスに加え、顧客のニーズに合わせたSNS広告運用サービス

等を提供しております。広告・メディア事業では前連結会計年度比での伸び率は緩やかであるものの、安定的

に売上および営業利益を創出しております。

 

　以上の結果、広告・メディア事業全体における売上高は341,911千円、セグメント利益（営業利益）は

61,710千円となりました。

 

＜投資関連事業＞

　投資関連事業を手掛ける株式会社Showcase Capitalは、当連結会計年度において、ファンドの分配収益が拡

大し前年同期比で大幅な増収増益となりました。

　このほか、ReYuu社が行う第三者割当方式による新株予約権を引き受けるなど、新たな純投資を進めており

ます。

 

　以上の結果、投資関連事業全体における売上高は182,755千円、セグメント利益（営業利益）は74,904千円

となりました。

 

 

EDINET提出書類

株式会社ショーケース(E27894)

有価証券報告書

 16/109



②　キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

506,140千円減少し、727,674千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況及び主な

変動要因は次のとおりであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果使用した資金は、13,560千円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益862,311千

円、減損損失136,351千円、仕入債務の増加額123,589千円等の増加要因があった一方で、関係会社株式売却益

900,196千円、棚卸資産の増加額197,490千円等の減少要因があったことによるものであります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は、56,982千円となりました。これは主に、連結の範囲の変更を伴う子会社株式

の売却による収入1,092,971千円等により資金を獲得した一方で、関係会社貸付けによる支出1,000,000千円、無

形固定資産の取得による支出102,021千円等により資金を使用したことによるものであります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は、430,596千円となりました。これは主に、短期借入れによる収入200,000千円

により資金を獲得した一方で、短期借入金の純減少額200,000千円、長期借入金の返済による支出403,011千円等

により資金を使用したことによるものであります。

 

③　生産、受注及び販売の状況

(1）生産実績

　当社グループは、生産活動を行っておりませんので、該当事項はありません。

 

(2）受注実績

　当社グループのサービスは、受注から納品までの期間がきわめて短いため、記載を省略しております。

 

(3）販売実績

　当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 販売高（千円）

DXクラウド事業 1,368,345

広告・メディア事業 303,811

投資関連事業 179,537

情報通信関連事業 1,379,904

その他 29,742

合計 3,261,341

（注）１．セグメント間取引については、相殺消去しております。

２．主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は次のとおりであります。なお、最近２連結会計年度

における主な相手先別の販売実績のうち、当該販売実績の総販売実績に対する割合が100分の10未満の相手

先については、記載を省略しております。

相手先
前連結会計年度 当連結会計年度

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

株式会社インターネットイニシアティブ 1,260,749 20.3 － －

株式会社オプテージ 1,031,449 16.6 396,809 12.2
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(2）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

　経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま

す。

　なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

 

①　重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

　当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成され

ております。この連結財務諸表を作成するにあたって、資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積

り及び仮定を用いておりますが、これらの見積り及び仮定に基づく数値は実際の結果と異なる可能性がありま

す。連結財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものにつ

いては、「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表　注記事項 （重要な会計上の見積り）」

に記載しております。

 

②　当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

(a）財政状態の分析

　当連結会計年度において、株式を一部売却したことに伴い、ReYuu社を連結の範囲から除外しております。

連結除外の主な影響として、のれんを除く資産合計が2,005,234千円、のれんが109,102千円、負債合計が

1,145,929千円、非支配株主持分が494,873千円減少し、投資有価証券が179,500千円、利益剰余金が77,068千

円増加しております。以下では、当該影響を含めて記載しております。

 

（資産）

　当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,106,766千円減少し、2,379,418千円とな

りました。これは主に、関係会社短期貸付金が1,000,000千円、投資有価証券が103,153千円増加した一方で、

現金及び預金が506,140千円、売掛金が535,552千円、商品が844,174千円、のれんが122,740千円減少したこと

によるものであります。

 

（負債）

　当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,495,872千円減少し、695,423千円となり

ました。これは主に、短期借入金が400,000千円、長期借入金（１年内返済予定を含む。）が869,681千円、流

動負債のその他が83,271千円減少したことによるものであります。

 

（純資産）

　当連結会計年度末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ389,105千円増加し、1,683,994千円とな

りました。これは主に、非支配株主持分が498,994千円減少した一方で、親会社株主に帰属する当期純利益の

計上及びReYuu社の連結除外による影響により利益剰余金が927,897千円増加したことによるものであります。

　この結果、自己資本比率は70.8％（前連結会計年度末は22.8％）となりました。

 

(b）経営成績の分析

（売上高）

　当連結会計年度の売上高は、中核事業であるDXクラウド事業のストック売上（サブスクリプション売上）の

向上、既存顧客へのコンサルタントによる追加提案売上、オンライン本人確認/eKYCサービス「ProTech ID

Checker」や企業と顧客をつなぐプラットフォーム「おもてなしSuite」の販売数増加、DX支援開発による受託

開発案件の納品、「ショーケース プラス」の販売送客アフィリエイト収益、リユースモバイルの販売・レン

タル等により、3,261,341千円となりました。

 

（営業利益）

　売上原価は、1,676,120千円、販売費及び一般管理費は1,458,650千円となりました。

　この結果、営業利益は126,570千円となりました。

 

（経常利益）

　受取利息11,571千円、為替差益3,850千円、貸倒引当金戻入額5,267千円、支払利息16,512千円、棚卸資産除

却損3,824千円、支払手数料4,282千円等が発生したことにより、経常利益は120,469千円となりました。
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（親会社株主に帰属する当期純利益）

　関係会社株式売却益900,196千円、減損損失136,351千円等が発生したことにより、親会社株主に帰属する当

期純利益は850,829千円となりました。

 

(3）資本の財源及び資金の流動性

①　キャッシュ・フローの状況の分析

　キャッシュ・フローの状況については、「第２　事業の状況　４　経営者による財政状態、経営成績及び

キャッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績等の状況の概要　②　キャッシュ・フローの状況」をご参照く

ださい。

 

②　資金需要

　当社グループの主な運転資金需要は、今後の成長基盤となる開発人員・営業人員に対する投資及び開発に係る

業務委託や広告宣伝費などであります。また、主な投資資金需要は、外部リソースを積極的にグループに取り入

れるためのM&Aやベンチャーキャピタル投資における新規案件への投資に係るものであります。

 

③　財務政策

　当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保すること、将来の不確実性に備えて比

較的厚めのキャッシュポジションとすることを基本方針としております。そのうえで、短期運転資金は自己資金

及び金融機関からの短期借入を、投資資金や長期運転資金の調達につきましては金融機関からの長期借入や第三

者割当増資による調達を行う方針であります。

 

(4）経営成績に重要な影響を与える要因について

　経営成績に重要な影響を与える要因については、「第２　事業の状況　３　事業等のリスク」に記載のとおりで

ありますが、外部要因と内部要因に大別されます。

　外部要因としては、自然災害によるサーバー停止、インターネット関連市場の新たな規制や技術革新、競合他社

との競争激化、法的規制の変化等により影響を受ける可能性がありますが、このような環境下において、当社グ

ループの売上は堅調に推移しております。

　内部要因としては、システム障害、コア事業であるDXクラウド事業への依存、特定人物への依存、優秀な人材の

確保や育成、情報漏洩による情報セキュリティの管理等の影響を受ける可能性がありますが、組織体制の整備及び

内部管理体制の強化により、これらのリスク要因に対応するよう努めてまいります。

 

(5）経営者の問題意識と今後の方針について

　経営者の問題意識と今後の方針については、「第２　事業の状況　１　経営方針、経営環境及び対処すべき課題

等」に記載のとおりでありますが、収益拡大のためには既存事業の拡大及び認知度の向上のための広報活動やマー

ケティング、新規事業及び新商品の開発や投資事業によるシナジー創出が必要不可欠であると認識しております。

そのためには、優秀な人材の確保や組織体制の整備をこれまで以上に強化し、これらの課題に対して企業価値向上

を図るべく、当社グループ経営陣は最善の事業戦略を立案するよう努めてまいります。

 

(6）経営戦略の現状と見通し

　当社グループは、企業のWebサイト分析・解析支援を行うDXクラウド事業を中心に、広告・メディア事業、オン

ライン本人確認/eKYCやDX支援開発などの事業を通じて、企業価値の向上に取り組んでまいりました。今後、イン

ターネットやスマートフォンなどのデバイスを活用した本人確認は、安全性の強化や手続きの簡素化・効率化、ま

た、法改正にも後押しされ、市場のさらなる拡大が期待されます。このような経営環境下において当社グループ

は、より積極的なサービスの充実と販売活動の強化をすることで事業拡大が可能であると判断しております。

さらに、親会社のAIF社グループ各社とシナジーの創出を図るなど、さらなる業績拡大と企業価値の向上に取り組

んでまいります。
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５【重要な契約等】

株式譲渡契約（Seacastle Singapore Pte. Ltd）

　当社は、2025年２月28日開催の取締役会において、会社法第467条第１項第２号の２に基づき、2025年３月24

日開催の第29期定時株主総会（以下、「本株主総会」という。）で承認可決されることを条件として、当社の連

結子会社であるReYuu社の株式の一部を、Seacastle Singapore Pte. Ltd（以下、「Seacastle社」という。）に

譲渡すること（以下、「本件株式譲渡」という。）を決議し、2025年２月28日付で、Seacastle社との間で株式

譲渡契約を締結いたしました。

　本件株式譲渡は、本株主総会において承認可決され、2025年３月25日に実行されました。

　詳細は、「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等 （１）連結財務諸表　注記事項 （企業結合等関係）（事

業分離（子会社株式の譲渡））」に記載のとおりであります。

 

資本業務提携契約（ReYuu Japan株式会社）

　上記「株式譲渡契約（Seacastle Singapore Pte. Ltd）」による株式譲渡に伴い、ReYuu社との資本業務提携

契約について、下記のとおり変更しております。

 

（変更前）

契約会社名 相手方の名称 契約期間 契約内容

株式会社

ショーケース

ReYuu Japan

株式会社

契約締結日（2022年１月26日）

から両社が合意した日又は当社

がReYuu社の株式を保有しなく

なった日のいずれか早い日まで

（資本提携）

・ReYuu社が当社に対し、普通株式を第三者

割当の方法により発行

（業務提携）

①「eKYC」に関する技術を利用したReYuu社

のオンライン買取サービス、買取プラット

フォームおよびAIを利用した自動査定・買

取システムの構築・導入

②ReYuu社の法人向けレンタルサービスにお

けるサブスクリプションモデル強化

③リユースモバイル事業全体のDX推進

④その他、両社が別途協議し合意する事項

（その他）

・当社はReYuu社の取締役の構成員の総数に

対して当社が指名した取締役の数が過半数

となるよう、取締役候補者を指名する権利

を有する

 

（変更後）

契約会社名 相手方の名称 契約期間 契約内容

株式会社

ショーケース

ReYuu Japan

株式会社

契約締結日（2022年１月26日）

から両社が合意した日まで

（業務提携）

①「eKYC」に関する技術を利用したReYuu社

のオンライン買取サービス、買取プラット

フォームおよびAIを利用した自動査定・買

取システムの構築・導入

②ReYuu社の法人向けレンタルサービスにお

けるサブスクリプションモデル強化

③リユースモバイル事業全体のDX推進

④その他、両社が別途協議し合意する事項
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資本業務提携契約（AIフュージョンキャピタルグループ株式会社）

契約会社名 相手方の名称 契約期間 契約内容

株式会社

ショーケース

AIフュージョン

キャピタルグルー

プ株式会社

契約締結日（2024年11月14日）

から、両社が合意した日又は

AIF社が株式会社ショーケース

株式を保有しなくなった日のい

ずれか早い日まで

（資本提携）

・AIF社に対し、当社普通株式を第三者割当

の方法により発行

（業務提携）

 ①AIF社及び当社それぞれが強みを持つ、DX

関連技術の開発と導入、相互の商品、ブ

ランド、及び事業の展開

 ②経営管理機能の共有、グループ間の顧客

の連携

 ③その他AIF社及び当社が合意した事項

 

金銭消費貸借契約（AIフュージョンキャピタルグループ株式会社）

 変更前 変更後

契約会社名 株式会社ショーケース 変更はありません。

相手方の名称 AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 変更はありません。

契約日（覚書締結日） 2025年４月18日 2026年４月17日

貸付先における資金使途 M&A資金等 変更はありません。

貸付金額 1,000,000千円 変更はありません。

貸付日（条件変更日） 2025年４月21日 2026年４月21日

返済期限 2025年４月21日から１年以内 2026年４月21日から１年以内

貸付利率 １％（固定） 2.53％（固定）

担保又は保証 無担保・無保証 変更はありません。

 

６【研究開発活動】

　当社グループは、急激な事業環境の変化や、競合他社に比して更なる収益の拡大を図るために、利用者ニーズの急

激な変化をいち早く察知し、新たな技術・サービスを提供することが必須であると考えております。そこで、当社グ

ループでは、この急激な変化に柔軟に対応しつつ顧客満足度の向上を目指すため、研究開発活動を行っております。

 

　以上の結果、当連結会計年度における研究開発費の総額は14,102千円となりました。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当連結会計年度に実施した設備投資の総額は198,905千円であり、主なものは自社利用目的ソフトウエアの開発等

によるもの102,021千円及び本社オフィスの改装によるもの76,295千円であります。セグメントごとの主な設備投資

は以下のとおりであります。設備の新設等の資金は、自己資金及び金融機関からの借入金により賄っております。

　なお、経営成績に重要な影響を及ぼすような設備の除却、売却などはありません。

 

(1）DXクラウド事業

自社利用目的ソフトウエアの開発等によるもの　96,483千円

 

(2）広告・メディア事業

　該当事項はありません。

 

(3）投資関連事業

　該当事項はありません。

 

(4）情報通信関連事業

レンタル資産の取得によるもの　　　　　　　　 12,370千円

 

(5）全社

本社オフィスの改装によるもの　　　　　　　　 76,295千円

 

２【主要な設備の状況】

(1）提出会社

2026年３月31日現在
 

事業所名
（所在地）

セグメント
の名称

設備の内容

帳簿価額（千円）

従業員数
（名）

建物
工具、器具
及び備品

ソフト
ウエア及びソ
フトウエア仮
勘定

その他 合計

本社

（東京都港区）

全社共通 本社事務所等 63,293 13,256 84 45 76,678
21

(6)

DXクラウド事業

ソフトウエア及

びソフトウエア

仮勘定

－ － 20,114 － 20,114
48

(17)

広告・

メディア事業
－ － － － － －

9

(1)

（注）１．現在休止中の主要な設備はありません。

２．本社の建物は賃借しており、年間賃借料は112,633千円であります。

３．従業員数は就業人員であります。なお、従業員数の（　）は、臨時従業員数を外書きしております。

 

(2）国内子会社

　該当事項はありません。

 

３【設備の新設、除却等の計画】

　当連結会計年度末における重要な設備の新設、売却及び除却等の計画は以下の通りです。

(1）重要な設備の新設等

　該当事項はありません。

 

(2）重要な設備の除却等

　該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 21,480,000

計 21,480,000

 

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（2026年３月31日）

提出日現在発行数
（株）

（2026年６月26日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 10,185,600 10,185,600
東京証券取引所

スタンダード市場

単元株式数は100株でありま

す。

計 10,185,600 10,185,600 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

 

②【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。
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（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高
（千円）

2021年１月１日～

2021年12月31日

（注）１

4,800 8,566,700 451 954,014 451 934,014

2022年１月１日～

2022年12月31日

（注）１

2,400 8,569,100 225 954,239 225 934,239

2023年６月１日～

2023年６月30日

（注）１

2,000 8,571,100 188 954,427 188 934,427

2023年９月21日

（注）２
－ 8,571,100 △904,239 50,188 △934,239 188

2024年３月１日～

2024年３月31日

（注）１

1,600 8,572,700 150 50,338 150 338

2024年12月13日

（注）３
1,612,900 10,185,600 338,709 389,047 338,709 339,047

（注）１．新株予約権の権利行使による増加であります。

２．会社法第447条第１項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替え

たものであります。

３．2024年12月13日付で有償第三者割当による増資により、新株式発行を行い、発行済株式総数が増加しており

ます。

・発行価格　420円

・資本組入額　210円

・割当先　AIフュージョンキャピタルグループ株式会社
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（５）【所有者別状況】

       2026年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満
株式の状況
（株）

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － 1 21 20 14 16 2,788 2,860 －

所有株式数（単元） － 112 4,668 43,989 3,170 127 49,749 101,815 4,100

所有株式数の割合

（％）
－ 0.110 4.584 43.204 3.113 0.124 48.862 100.00 －

（注）自己株式1,612,900株は、「個人その他」に16,129単元含まれております。

 

（６）【大株主の状況】

  2026年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式
（自己株式を
除く。）の総数
に対する所有
株式数の割合
（％）

AIフュージョンキャピタルグループ株式

会社
東京都港区六本木１丁目９－９ 4,372,000 51.00

森　雅弘 東京都港区 347,200 4.05

倉員　伸夫 東京都杉並区 270,000 3.15

PHILLIP SECURITIES CLIENTS（RETAIL）

（常任代理人　フィリップ証券株式会

社）

NORTHBRIDGEROAD 250,

RAFFLESCITYTOWER 6F, SGR

（東京都中央区日本橋兜町４－２）

268,600 3.13

楽天証券株式会社共有口 東京都港区南青山２丁目６－21 157,900 1.84

鈴木　智博 石川県金沢市 111,800 1.30

株式会社SBI証券 東京都港区六本木１丁目６－１ 66,213 0.77

中山　玉栄 東京都板橋区 62,600 0.73

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋１丁目13－１ 47,747 0.56

中谷　安男 大阪府富田林市 42,800 0.50

計 － 5,746,860 67.04

（注）上記のほか、自己株式が1,612,900株あります。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2026年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 1,612,900 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 8,568,600 85,686 －

単元未満株式 普通株式 4,100 － －

発行済株式総数  10,185,600 － －

総株主の議決権  － 85,686 －

 

②【自己株式等】

    2026年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

株式会社ショーケース
東京都港区六本木一丁

目９－９
1,612,900 － 1,612,900 15.84

計 － 1,612,900 － 1,612,900 15.84
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】普通株式

 

（１）【株主総会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

 

（２）【取締役会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

　該当事項はありません。

 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株
式

－ － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、株式交付、会社分割に
係る移転を行った取得自己株式

－ － － －

その他 － － － －

保有自己株式数 1,612,900 － 1,612,900 －

 

３【配当政策】

　当社は、会社法第459条第１項の規定に基づき、同項各号に定める事項を取締役会の決議によって定めることがで

きる旨、定款に規定しております。決算期変更の経過期間となる第30期は、2025年１月１日から2026年３月31日まで

の15ヶ月であり、３月31日を期末配当、９月30日を中間配当の基準日としており、それ以外にも基準日を定めて剰余

金の配当が可能な旨定款に定めております。

　また、当社グループは、株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要課題と認識しており、今後の事業展開にむけ

た内部留保についても勘案しながら、業績を反映した水準で利益還元について検討することを資本政策の基本方針と

しております。

　しかしながら、当事業年度の期末配当金につきましては、財務基盤の安定を最優先とすべきとの判断から、配当を

見送ることとしました。

　当社グループは、早期の業績の回復と復配に向けて全力で取り組んでまいります。 また、内部留保につきまして

は、業績の向上と経営基盤の強化、コスト競争力の強化および市場ニーズに対応したサービス開発に投資してまいり

ます。
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４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

①　コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方

　当社グループは、更なる事業拡大、継続的な成長を遂げるためには、コンプライアンス体制の強化と、確固た

る内部管理体制構築を通じた業務の標準化と効率化の徹底を図ることが重要であると考えております。

　当社グループとしましては、内部統制の環境を適正に整備し、コーポレート・ガバナンスを充実させることに

よって、内部管理体制の強化を図り、企業価値の最大化に努めてまいります。

 

②　企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

(a）会社の機関の基本説明

　　当社は、取締役会の監査・監督機能の強化を図るため、2025年３月24日開催の第29期定時株主総会の承認に

より、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。

　当社グループは、取締役会、監査等委員会を設置するとともに、独立した組織として内部監査室を設置し、

会計監査人との連携を強めることで内部統制システムを強固なものとしております。

　各機関の構成員は以下の表のとおりであります。（◎は議長または委員長、○は構成員を表しておりま

す。）

（2026年６月26日現在）
 

役職名 氏名 取締役会 監査等委員会 経営会議
コンプライアンス

委員会
特別委員会

代表取締役会長 澤田　大輔 ○ － ○ ○ －

代表取締役社長 松本　高一 ◎ － ◎ ◎ －

取締役 平野井　順一 ○ － ○ ○ －

社外取締役 鵜川　太郎 ○ － － ○ ○

取締役（監査等委員） 久保　隆 ○ ◎ － ○ －

社外取締役（監査等委員） 柿沼　佑一 ○ ○ － ○ ◎

社外取締役（監査等委員） 中原　裕幸 ○ ○ － ○ ○

その他（執行役員、部長等） － ６名 １名 10名 ４名 ２名
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　当社グループのコーポレート・ガバナンス体制は以下の図のとおりであります。

 

 

１）取締役会

　取締役会は、監査等委員でない取締役４名（うち社外取締役１名）、監査等委員である取締役３名（うち

社外取締役２名）により構成されており、月１回の定時取締役会開催に加えて、必要に応じて臨時取締役会

を適宜開催しております。取締役会では定款及び法令で定められた事項の他、経営に関する重要事項につい

ての審議・決定を行っております。

 

２）監査等委員会

　監査等委員会は、監査等委員３名により構成され、２名が社外監査等委員であり、１名が社内監査等委員

であります。社外監査等委員は、弁護士及び企業経営者であり、それぞれ専門的見地から経営監視を行って

おります。監査等委員は、原則として、四半期に１回以上の監査等委員会を開催し、必要に応じて適宜追加

開催しております。また、取締役会及び社内の重要会議に出席し、当社グループの経営に対する監視並びに

取締役の職務執行についての監査を行っております。

 

３）経営会議

　経営会議は、社内取締役及び経営幹部で構成しており、原則として、月１回以上開催し、当社グループの

経営に関する重要事項の審議を行うとともに、当社グループの事業遂行状況に関する報告を行い、経営情報

の共有と業務執行における効率化を図ることを目的としております。

 

４）内部監査室

　当社グループの内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査室が担当しております。内部監査室は、業務

の有効性及び効率性を担保することを目的として、年間の内部監査計画に基づき、内部監査を実施し、監査

結果を代表取締役に報告するとともに、監査対象部門に対して業務改善のための指摘を行い、改善の報告を

させております。また、取締役会への報告や、定期的に監査等委員会及び会計監査人と会合を開催し、情報

交換を行い、監査に必要な情報の共有化を行っております。さらに、内部監査室、会計監査人との意見・情

報交換等、相互連携を行うことで監査機能の向上を図っております。

 

５）コンプライアンス委員会

　コンプライアンス委員会は、当社の代表取締役社長を委員長とし、取締役、監査等委員等で構成されてお

り、四半期に１回開催されております。コンプライアンス委員会では、全社に対して法令・定款違反をはじ

めとしたコンプライアンス違反を未然に防止するとともに、違反が生じた場合でも速やかに対応をすること

で被害を最小限に留めるよう情報の収集や意見交換を行うとともに、社員教育の徹底を行っております。

 

６）特別委員会

　特別委員会は、取締役会の決議により選任された、独立社外取締役３名により構成され、２名が社外監査

等委員であり、１名が社外取締役であります。同委員会は、取締役会の諮問機関として、当社と支配株主と

EDINET提出書類

株式会社ショーケース(E27894)

有価証券報告書

 29/109



の取引において、少数株主の利益を保護するため、支配株主との利益相反リスクについて適切に審議及び検

討することにより、当社のコーポレート・ガバナンスのより一層の充実を図ることを目的としております。

 

③　企業統治に関するその他の事項

　当社グループの内部統制システムに関しましては、会社法及び会社法施行規則に定める、業務の適正を確保す

るための体制について、取締役会において内部統制システムの基本方針を定めております。

(a）取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

１）取締役は、当社グループが共有すべきルールや考え方を表した「経営理念」を通じて、当社グループにお

ける企業倫理の確立並びに取締役及び使用人による法令、定款及び社内規程の遵守の確保を目的に掲げてい

る当社グループの「行動指針」を率先垂範するとともに、その遵守の重要性につき繰り返し情報発信するこ

とにより、その周知徹底を図ります。

 

２）内部監査室は、「経営理念」及び「行動指針」の周知徹底のための活動を行い、当社及びその子会社にお

ける法令、定款及び社内規程の遵守状況の監査、問題点の指摘及び改善策の提案等を行います。

 

３）取締役は、重大な法令違反その他法令及び社内規程の違反に関する重要な事実を発見した場合には、直ち

に監査等委員会に報告するとともに、遅滞なく取締役会において報告します。

 

４）内部監査室及びコンプライアンス委員会を通じて、当社グループにおける法令違反又は「経営理念」若し

くは「行動指針」の違反又はそのおそれのある事実の早期発見に努めます。

 

５）コンプライアンス委員会は、当社グループにおける不正行為の原因究明、再発防止策の策定及び情報開示

に関する審議を行い、その結果を踏まえて内部監査室は、再発防止策の展開等の活動を推進します。

 

６）コンプライアンスに関連した相談・連絡・通報を受ける窓口（以下、「ヘルプライン」という。）を当社

グループ内外に設置し、当社及びその子会社は、違反行為の早期発見に努め、適切に対処します。当社及び

その子会社は、ヘルプラインを通じて相談を行った者に対し、当該相談などを行ったことを理由に不利な取

扱いを行いません。

 

(b）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

１）取締役及び使用人の職務に関する各種の文書、帳票類等については、適用ある法令及び「文書管理規程」

に基づき適切に作成、保存、管理します。

 

２）情報セキュリティに関しては、重要性を認識するとともに、情報セキュリティに関する規程、マニュアル

等を整備し、必要な社内教育を実施します。

 

(c）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

１）当社グループは、適切なリスク管理を行うため、「リスク管理規程」を策定し、当該規程によりリスク管

理に関する方針及び体制を定めます。

 

２）当社及びその子会社は、その担当事業に関するリスクの把握に努め、優先的に対応すべきリスクを選定し

たうえで、具体的な対応方針及び対策を決定し、適切にリスク管理を実施します。

 

３）内部監査室は、当社及びその子会社が実施するリスク管理が体系的かつ効果的に行われるよう必要な支

援、調整及び指示を行います。

 

４）経営上の重大なリスクへの対応方針その他リスク管理の観点から重要な事項については、内部監査室にお

いて十分な審議を行うほか、特に重要なものについては取締役会において報告します。

 

５）当社及びその子会社は、当社グループの事業に関する重大なリスクを認識したとき又は重大なリスクの顕

在化の兆しを認知したときは、速やかに内部監査室にその状況を報告するとともに、特に重要なものについ

ては、取締役会及び監査等委員会に報告します。

 

(d）取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

１）取締役会は、当社グループの中期経営目標及び年間予算を決定し、その執行状況を監督します。
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２）取締役の職務の執行を迅速かつ効率的にするため、職務権限規程、稟議規程に基づき、各取締役、従業員

の職務権限を定め、さらに必要に応じ職務権限を移譲します。

 

３）職務の執行により一層の迅速化・効率化を図るため必要と認められる場合は、その内容が定款変更に関わ

る場合を除き、「取締役会規程」に基づく組織の変更を行うことができることとします。

 

(e）従業員のコンプライアンスを確保するための体制

１）当社グループの従業員が業務を行うにあたり行動指針を法令及び定款とともに遵守するための体制を整備

し、併せて従業員に対するコンプライアンス教育及び啓発行動を行います。

 

２）当社及びその子会社における業務の執行状況を適切に把握し、適切な助言及び勧告を行うための内部監査

体制を整備します。また、必要に応じた内部監査体制を整備することができることとします。

 

(f）財務報告の信頼性を確保するための体制

１）当社グループの財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他適用のある国内外の法令に基

づき、評価、維持、改善等を行います。

 

(g）監査等委員会の職務を補助すべき従業員に関する事項、その従業員の取締役（監査等委員である取締役を除

く。）からの独立性に関する事項、並びに、監査等委員会のその従業員に対する指示の実効性の確保に関する

事項

１）監査等委員会がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合、会社は、監査等委員会の職務を補

助するため、当社グループの従業員の中から選び、専任の従業員として監査室に配置することができること

とします。当該監査等委員会の職務を補助する従業員は、監査等委員会の指示に従いその職務を行います。

 

２）前号の監査等委員会の職務を補助する従業員について、監査等委員会の指揮命令に従う旨を当社グループ

の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び従業員に周知することとします。

 

３）前２号の監査等委員会の職務を補助する従業員に係る人事異動、人事考課、処罰等の決定については、事

前に監査等委員会の承認を得ることとします。

 

(h）その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

１）監査等委員は、取締役会に出席するほか、必要と認める重要な会議に出席します。

 

２）監査等委員は、随時経理システム等の社内情報システムの情報を閲覧することができることとします。

 

３）監査等委員会への報告を行った役員及び従業員は、当該報告をしたことを理由としていかなる不利益な取

扱いも受けないこととします。

 

４）監査等委員が職務の執行上必要とする費用等については、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認

められた場合を除き、その費用等を当社グループが負担します。

 

(i）反社会的勢力との関係断絶に向けた基本的な考え方及びその整備状況

１）反社会的勢力対策規程において反社会的勢力排除を明記するとともに、当社グループの取締役及び使用人

に対し周知徹底を図ります。

 

２）反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から、警察、弁護士等の外部専門機関と緊密な連携関係を構

築します。
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④　リスク管理体制の整備状況

　当社グループにおけるリスク管理体制に関しては、リスク管理規程に基づき、リスクが発生し、又は発生する

可能性があり、必要と認められる場合においては、リスク対策本部を設置し、迅速かつ適切な対応を行えるよう

体制を整えております。

 

⑤　責任限定契約

　当社は、会社法第427条第１項及び当社定款の規定に基づき、取締役（業務執行取締役等である者を除く）及

び監査等委員との間において、当社に対する損害賠償責任について、法令が定める範囲で限定する契約を締結す

ることができる旨定款に定めております。

 

⑥　役員等賠償責任保険契約

　当社は、取締役、監査等委員及び子会社役員を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定する役員等

賠償責任保険契約を締結しております。当該契約は、被保険者がその職務の執行に関して責任を負うこと、又

は当該責任の追及にかかる請求をうけることによって生ずることのある損害を当該保険契約により補填するも

のであり、１年ごとに契約内容を見直し、契約を更新しております。なお、保険料は全額当社が負担しており

ます。

 

⑦　取締役の定数

　当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は７名以内、監査等委員である取締役は４名以内とする旨

を定款に定めております。

 

⑧　取締役の選任の決議要件

　当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株

主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投

票によらないものとする旨定款に定めております。

 

⑨　中間配当の決定機関

　当社は、取締役会の決議によって、毎年９月30日を基準日として、会社法第459条第１項に規定する中間配当

をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な資本政策の遂行を可能とすることを

目的とするものであります。

　なお、当社は2025年３月24日開催の第29期定時株主総会の承認により、決算期を12月から３月に変更をいたし

ました。

 

⑩　自己株式の取得

　当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得できる旨を定款に定

めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等によ

り自己の株式を取得することを目的とするものであります。

 

⑪　株主総会の特別決議要件

　当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議については、議決権を行使することができる株主

の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めており

ます。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目

的とするものであります。
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⑫　取締役会の活動状況

　当事業年度において当社は、取締役会を16回開催しており、個々の取締役及び監査役の出席状況は以下のとお

りです。また、16回の取締役会のほか、会社法第370条及び当社定款第23条の規定に基づき、取締役会決議が

あったものとみなす書面決議が13回ありました。

区分 氏名 取締役会出席回数

代表取締役会長 澤田　大輔 全13回中13回

代表取締役会長 永田　豊志 全３回中３回

代表取締役社長 松本　高一 全13回中13回

取締役 平野井　順一 全16回中16回

取締役 金　一寿 全７回中７回

取締役 中村　浩一郎 全３回中３回

社外取締役 鵜川　太郎 全13回中13回

社外取締役 矢部　芳一 全３回中３回

社外取締役 佐藤　香織 全３回中３回

取締役（監査等委員） 久保　隆 全13回中13回

社外取締役（監査等委員） 柿沼　佑一 全13回中13回

社外取締役（監査等委員） 中原　裕幸 全16回中15回

常勤監査役 出口　晃 全３回中３回

社外監査役 南方　美千雄 全３回中３回

社外監査役 東目　拓也 全３回中３回

（注）１．全回数が異なるのは就任時期及び退任時期の違いによるものです。

２．中原裕幸氏は、出席した全15回のうち３回は監査等委員でない社外取締役として、12回は監査等委員

である社外取締役として出席しております。

 

　取締役会における具体的な検討内容として、取締役会付議事項に該当する審議以外に取締役会内で各部門の現

状・課題について協議しております。
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⑬　コンプライアンス委員会の活動状況

　当事業年度において当社は、コンプライアンス委員会を５回開催しており、個々の委員の出席状況は以下のと

おりです。

区分 氏名 委員会出席回数

代表取締役会長 澤田　大輔 全３回中３回

代表取締役会長 永田　豊志 全２回中２回

代表取締役社長 松本　高一 全３回中３回

取締役 平野井　順一 全５回中５回

取締役 金　一寿 全１回中１回

取締役 中村　浩一郎 全２回中１回

社外取締役 鵜川　太郎 全３回中３回

社外取締役 矢部　芳一 全２回中２回

社外取締役 佐藤　香織 全２回中２回

取締役（監査等委員） 久保　隆 全３回中３回

社外取締役（監査等委員） 柿沼　佑一 全３回中３回

社外取締役（監査等委員） 中原　裕幸 全５回中５回

常勤監査役 出口　晃 全２回中２回

社外監査役 南方　美千雄 全２回中１回

社外監査役 東目　拓也 全２回中２回

執行役員 濱邊　英明 全３回中３回

執行役員 加藤　文也 全５回中５回

執行役員 大熊　祐太 全３回中３回

執行役員 飯嶋　渉 全３回中３回

内部監査室長 山口　麻実子 全５回中４回

（注）１．全回数が異なるのは就任時期及び退任時期の違いによるものです。

２．中原裕幸氏は、全５回のうち２回は監査等委員でない社外取締役として、３回は監査等委員である社

外取締役として出席しております。

 

　コンプライアンス委員会における具体的な検討内容として、全従業員に向けたコンプライアンス研修や、ISMS

への取り組み、内部統制監査等です。
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（２）【役員の状況】

男性7名　女性-名　（役員のうち女性の比率-％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

代表取締役会長 澤田　大輔 1976年４月６日生

1996年12月 個人事業主として開業

2018年１月 株式会社DSG1　代表取締役（現任）

2023年11月 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社

（現 ミライドア株式会社）　代表取締役会

長　兼　社長（現任）

2024年10月 AIフュージョンキャピタルグループ株式会

社　代表取締役社長（現任）

2024年11月 株式会社河合青果　代表取締役会長（現任）

2025年３月 当社　代表取締役会長（現任）

2025年９月 名古屋青果物信用組合　副理事長（現任）

2026年１月 ReYuu Japan株式会社　社外取締役（現任）

タメニー株式会社　社外取締役

2026年４月 タメニー株式会社　取締役（現任）
　

(注)３ -

代表取締役社長 松本　高一 1980年３月26日生

2003年９月 株式会社AGSコンサルティング　入社

2006年１月 新光証券株式会社（現みずほ証券株式会

社）　入社

2012年９月 株式会社プラスアルファ・コンサルティン

グ　入社

2014年10月 SMBC日興証券株式会社　入社

2017年９月 株式会社ラバブルマーケティンググループ　

社外取締役

2018年８月 株式会社アッピア　代表取締役（現任）

2023年４月 株式会社TOKYO BASE　社外取締役（監査等委

員）（現任）

2024年10月 AIフュージョンキャピタルグループ株式会

社　社外取締役（監査等委員）

2025年３月 当社　取締役

2025年６月 AIフュージョンキャピタルグループ株式会

社　取締役副社長（現任）

2026年１月 タメニー株式会社　社外取締役

ReYuu Japan株式会社　社外取締役（現任）

株式会社ラバブルマーケティンググループ　

取締役（現任）

株式会社エイチ・アイ・エス　社外取締役

（現任）

2026年４月 当社　代表取締役社長（現任）

株式会社Showcase Capital　代表取締役社長

（現任）

タメニー株式会社　取締役（現任）
　

(注)３ -

取締役 平野井　順一 1976年１月９日生

1998年４月 若築建設株式会社　入社

2016年10月 株式会社ソフトフロントホールディングス　

グループ業務推進室長

2018年６月 同社　取締役

2018年10月 同社　代表取締役社長

2019年６月 当社　入社　経理・財務部部長

2019年７月 当社　執行役員CFO　兼　経理・財務部部長

株式会社Showcase Capital　執行役員CFO

2021年３月 当社　取締役CFO　兼　コーポレート本部担

当役員

2022年４月 株式会社Showcase Capital　代表取締役

2022年７月 日本テレホン株式会社（現　ReYuu Japan株

式会社）　取締役CFO

2024年１月 当社　代表取締役社長

日本テレホン株式会社（現　ReYuu Japan株

式会社）　代表取締役会長

2025年１月 ReYuu Japan株式会社　取締役

2026年４月 当社　取締役（現任）
　

(注)３ -
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

取締役（社外） 鵜川　太郎 1976年１月14日生

2008年11月 株式会社コムニコ　取締役

2010年７月 株式会社オルトプラス　取締役

2014年８月 株式会社ラバブルマーケティンググループ　

社外取締役（現任）

2015年１月 ALT PLUS VIETNAM Co.,Ltd.　President

2015年４月 株式会社SHIFT PLUS　取締役

2023年４月 株式会社プレイシンク　取締役

2024年４月 株式会社リルーデンス　代表取締役（現任）

2024年５月 株式会社ABAL　社外取締役（現任）

2025年３月 当社　社外取締役（現任）
　

(注)３ -

取締役

（監査等委員）
久保　隆 1954年11月７日生

1988年４月 大阪弁護士会弁護士登録

森田宏法律事務所（現　天満総合法律事務

所）　入所

1994年１月 同事務所　パートナー（現任）

2025年３月 当社　取締役（監査等委員）（現任）

2025年６月 AIフュージョンキャピタルグループ株式会

社　社外取締役（監査等委員）（現任）

ミライドア株式会社　監査役（現任）

2026年１月 ReYuu Japan株式会社　社外取締役（監査等

委員）（現任）

株式会社ラバブルマーケティンググループ　

取締役（現任）
　

(注)４ -

取締役（社外）

（監査等委員）
柿沼　佑一 1977年11月16日生

2005年４月 最高裁判所司法研修所　入所

2007年１月 埼玉弁護士会弁護士登録

高篠法律事務所（現　高篠・柿沼法律事務

所）　入所

2010年10月 同事務所　パートナー（現任）

2015年６月 株式会社ツツミ　社外取締役

2017年６月 同社　社外取締役（監査等委員）（現任）

2021年３月 ラクオリア創薬株式会社　社外取締役（監査

等委員）（現任）

2025年３月 当社　社外取締役（監査等委員）（現任）

2026年１月 株式会社ラバブルマーケティンググループ　

社外取締役（現任）

2026年４月 ミライドア株式会社　社外取締役（現任）
　

(注)４ -

取締役（社外）

（監査等委員）
中原　裕幸 1952年12月15日生

1977年４月 富士ゼロックス株式会社（現　富士フイルム

ビジネスイノベーション株式会社）　入社

2002年４月 同社　インターネットセキュリティサービ

ス　beat事業部長

2008年２月 サイボウズ株式会社　パートナー営業部長

2009年２月 同社　執行役員カスタマー本部長、営業本部

長

2015年１月 同社　常務執行役員　営業本部長

2016年６月 株式会社FN　代表取締役社長（現任）

2023年３月 当社　社外取締役

2025年３月 当社　社外取締役（監査等委員）（現任）
 　

(注)４ -

計 -

（注）１．取締役鵜川太郎氏は、社外取締役であります。

２．取締役（監査等委員）柿沼佑一氏及び取締役（監査等委員）中原裕幸氏は、社外監査等委員であります。

３．取締役の任期は、2025年３月24日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の

時までであります。

４．取締役（監査等委員）の任期は、2025年３月24日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時

株主総会終結の時までであります。

５．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項

に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は

次のとおりであります。服部裕美子氏は社外監査等委員の補欠であります。
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氏名 生年月日 略歴 所有株式数（株）

服部　裕美子 1960年１月28日生

1980年５月 株式会社日本航空インターナショナル（現　日本

航空株式会社）入社

-

1984年４月 同社　国際客室乗員部アシスタントパーサー

2005年４月 文際学園日本外国語専門学校エアライン科　専任

講師

2012年12月 株式会社ザ・アール所属　企業研修講師

2014年４月 西武文理大学　サービス経営学部　准教授

2018年４月 西武文理大学　サービス経営学部　教授（現任）

同学部サービス経営学科　学科長

 

社外取締役及び社外監査等委員

　当社は、社外取締役１名、社外監査等委員２名であります。各社外役員は、いずれも経営の意思決定機能

と取締役による業務執行を管理監督する機能をもつ取締役会に対し、外部からの経営監視機能を強化してお

ります。豊富な経験と知見に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べられる人材を

選任しており、社外取締役鵜川太郎氏、社外監査等委員柿沼佑一氏、社外監査等委員中原裕幸氏を独立役員

として指定し、東京証券取引所に届け出ております。

　社外取締役鵜川太郎氏は、数多くのIT関連企業の取締役を歴任しており、経営全般について豊富な経験と

幅広い見識を有しております。

　社外監査等委員柿沼佑一氏は、弁護士の資格を有しており、法的専門家としての見地から、当社の経営戦

略及び取締役の職務執行につき、提言・助言を行っております。

　社外監査等委員中原裕幸氏は、パートナー戦略の立案から開拓等において数多くの要職を歴任している見

地から、当社の経営戦略及び取締役の職務執行につき、提言・助言を行っております。

　社外取締役及び社外監査等委員による当社株式保有状況は、所有株式数欄に記載のとおりであります。そ

の他当社と社外取締役及び社外監査等委員との間には人的関係、当社株式保有以外の資本的関係、又は取引

関係等の特別な利害関係はありません。

　また、当社において、社外取締役及び社外監査等委員を選任するための独立性について特段の定めはあり

ませんが、会社法及び東京証券取引所が定める独立性基準に従うとともに、専門的な知見に基づく客観的か

つ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを

基本的な考え方としております。
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（３）【監査の状況】

　　当社における監査等委員会は、社内監査等委員１名、社外監査等委員２名の合計３名により構成されておりま

す。

 

①　監査等委員会監査の状況

　当社グループにおける監査等委員会は、監査等委員である取締役３名により構成されており、そのうち２名は

社外取締役であります。監査等委員である取締役３名のうち２名は、企業法務に知見を有する弁護士として、専

門的見地から経営監視を行っております。また、もう１名の監査等委員である取締役は、営業組織の構築におけ

る豊富な経験と実績を活かし、経営監視を行っております。

　監査等委員である取締役３名は原則として四半期に１回開催されている監査等委員会において情報共有を図る

ほか、取締役会及び社内の重要会議に出席し、当社の経営に対する監視並びに取締役の職務執行についての監査

を行っております。監査等委員、会計監査人の連携については、会計監査に係るプロセス、監査上重要な会計項

目、内部統制の整備・運用状況等について意見交換を適宜実施しております。

 

　当社は2025年３月24日開催の第29期定時株主総会における承認を得て、監査等委員会設置会社に移行してお

り、移行前に監査役会を５回開催しております。各監査役、各監査等委員の状況及び当事業年度に開催した監査

役会、監査等委員会への出席状況は以下のとおりです。

 

(a）監査等委員会設置会社移行前

　（2025年１月１日から第29期定時株主総会（2025年３月24日）終結の時まで）

区分 氏名 開催回数 出席回数

常勤監査役 出口　晃 ５回 ５回

監査役（社外） 南方　美千雄 ５回 ５回

監査役（社外） 東目　拓也 ５回 ５回

 

(b）監査等委員会設置会社移行後

　（第29期定時株主総会（2025年３月24日）終結の時から2026年３月31日まで）

区分 氏名 開催回数 出席回数

監査等委員 久保　隆 ６回 ６回

監査等委員（社外） 柿沼　佑一 ６回 ６回

監査等委員（社外） 中原　裕幸 ６回 ６回

 

 

　また、監査等委員及び内部監査室は、監査活動において常に連携をとっており、週次の頻度で、監査活動及び

会社の状況等について情報交換を行っております。

　なお、監査等委員会補助使用人として、適正な知識、能力、経験を有する従業員を１名（内部監査室長を兼

務）配置し、監査等委員会の職務遂行のサポートを行っております。

 

②　内部監査の状況

　当社グループにおける内部監査は、専門部署として内部監査室を設置しており、同室所属の１名が担当してお

ります。内部監査室は、当社グループが定める内部監査規程に基づき内部監査計画を策定し、代表取締役の承認

を得た上で、当社の全部門に対して監査を実施し、監査結果については代表取締役及び監査等委員会に報告する

体制となっております。

　内部監査は、当社の業務運営及び財産管理の実態を調査し、経営方針、法令、定款及び諸規程への準拠性を確

かめ、会社財産の保全、業務運営の適正性の確保を図り、もって経営の合理化と効率向上に資することを基本方

針として実施しております。

　なお、内部監査室は監査等委員及び会計監査人とは独立した監査を実施しつつも、監査等委員に対して内部監

査の監査結果を共有、監査等委員会に出席し会社の状況に関する情報について適宜報告を行っており、また、定

期的に取締役会への報告を実施し、監査に必要な情報の共有及び相互連携による効率性の向上を図っておりま

す。

 

③　会計監査の状況

(a）監査法人の名称

EDINET提出書類

株式会社ショーケース(E27894)

有価証券報告書

 38/109



RSM清和監査法人

 

(b）継続監査期間

５年間

 

(c）業務を執行した公認会計士

指定社員　業務執行社員：武本　拓也

指定社員　業務執行社員：髙橋　良輔

 

(d）監査業務に係る補助者の構成

公認会計士９名、その他６名

 

(e）監査法人の選定方針と理由

　当社の監査等委員会は、会計監査人の独立性、監査体制、監査の実施状況や品質等の確認を行っておりま

す。その結果、独立性、専門性及び妥当性等の評価を総合的に勘案し、RSM清和監査法人を選任することが適

当であると判断しております。

 

(f）監査等委員会による監査法人の評価

　監査等委員及び監査等委員会は、監査法人に対して評価を行うとともに、必要なコミュニケーションをと

り、適時・適切な意見交換により監査状況を把握しております。その結果、監査法人による会計監査は有効に

機能し、適正に行われていることを確認しております。

　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総

会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

　また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合

等には、監査等委員の全員の同意により、会計監査人の解任を決定いたします。この場合、監査等委員会が選

定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報

告いたします。

 

④　監査報酬の内容等

(a）監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（千円）

非監査業務に基づく
報酬（千円）

監査証明業務に基づく
報酬（千円）

非監査業務に基づく
報酬（千円）

提出会社 26,200 － 36,000 －

連結子会社 17,700 － 4,625 －

計 43,900 － 40,625 －

（注）1. 提出会社の当連結会計年度に係る監査証明業務に基づく報酬の額については、上記のほか、前々連結会計年

度に係る報酬の精算として前連結会計年度に支払った額が2,200千円あります。

　　　2. 提出会社の当連結会計年度に係る監査証明業務に基づく報酬の額については、上記のほか、前連結会計年度

に係る報酬の精算として当連結会計年度に支払った額が1,332千円あります。

 

(b）監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬（(a）を除く）

　該当事項はありません。

 

(c）その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

（前連結会計年度）

　該当事項はありません。
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（当連結会計年度）

　該当事項はありません。

 

(d）監査報酬の決定方針

　監査報酬については、監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、当社と監査法人と協議の上決定しており

ます。

 

(e）監査等委員会が監査報酬に同意した理由

　監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、会計監査

人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかについて必要な

検証を行い、会計監査人が所要の監査体制、監査時間を確保し、適正な監査を実施するために妥当な水準であ

ると認められたため、会計監査人の報酬等の額について同意しました。
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（４）【役員の報酬等】

①　役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社は、2024年２月14日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報

酬等の内容に係る決定方針（以下「決定方針」という。）を次のとおり決議しております。

　また、当社取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、2024年２月14日開催の取締役会

で定めた方針に沿って整合させていますので、報酬等の内容決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方

針に沿うものであると判断しております。なお、当社は、2026年５月29日開催の取締役会において、取締役の個

人別の基本報酬の決定機関を取締役会へと変更する旨の、決定方針の一部改定の決議を行っております。一部改

定後の決定方針は、2026年６月以降の報酬から反映される予定です。

 

(a）基本方針

　当社の取締役の報酬は、当社の持続的成長と企業価値の中長期的向上を動機づけるものとし、職務執行上妥

当な水準を確保・維持することを基本方針としております。

　取締役の報酬は、金銭報酬と非金銭報酬（譲渡制限付株式報酬）で構成されております。

 

(b）基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

　当社の取締役の基本報酬は、現金による月例の固定報酬とし、会社の業績や経営内容、経済情勢等を踏ま

え、各取締役の職位や職務執行に対する評価を総合的に勘案して決定するものとしております。

 

(c）取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

　個人別の報酬額については、株主総会で承認を受けた報酬枠の範囲内で、取締役会決議により、各取締役の

個人別の基本報酬を決定するものとしております。

　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額は、2025年３月24日開催の第29期定時株主総会におい

て、監査等委員会設置会社への移行に伴い、新たに定めることとし、年額300,000千円以内（うち社外取締役

分は年額24,000千円以内）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取

締役を除く。）の員数は、５名（うち社外取締役１名）であります。

　監査等委員である取締役の報酬額は、2025年３月24日開催の第29期定時株主総会において、年額24,000千円

以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は、３名（うち社外

取締役２名）であります。

 

(d）非金銭報酬等の額のまたは算定方法の決定に関する方針

　非金銭報酬としての株式報酬は、譲渡制限付株式としております。株式報酬制度については、当社の企業価

値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを

目的として支給するものとしております。取締役への支給時期及び配分については、取締役の業績の動向や今

後の見通し等を勘案の上、2013年７月19日開催の臨時株主総会において決議いただいた（年額300,000千円以

内）範囲内での合理的な金額を、取締役会において決定いたします。

 

(e）業績連動報酬等の算定方法の決定に関する方針

　該当事項はありません。

 

②　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円）
対象となる
役員の員数
（名）基本報酬

ストック・
オプション

賞与 退職慰労金

取締役（監査等委員及び

社外取締役を除く）
32,700 32,700 － － － 3

監査等委員（社外取締役

を除く）
2,400 2,400 － － － 1

監査役（社外監査役を除

く）
1,500 1,500 － － － 1

社外役員 12,150 12,150 － － － 7

（注）１．上記には、2025年３月24日開催の第29期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役４名（うち社外

取締役２名）及び監査役３名（うち社外監査役２名）を含めております。

２．当社は、2025年３月24日開催の第29期定時株主総会の終結の時をもって監査役会設置会社から監査等委

員会設置会社へ移行しております。移行に伴い、取締役を退任後に同日付で取締役（監査等委員）に就
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任した１名の報酬等の額と員数につきましては、取締役在任期間分は取締役（監査等委員を除く）に、

取締役（監査等委員）在任期間分は取締役（監査等委員）にそれぞれ区分して記載しております。

３．無報酬取締役３名については含んでおりません。

 

③　報酬等の総額が１億円以上である者の報酬等の総額

　報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

④　使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの

　該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社ショーケース(E27894)

有価証券報告書

 42/109



（５）【株式の保有状況】

①　投資株式の区分の基準及び考え方

　当社は、純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。

　「純投資目的」とは専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする場合と

しております。

 

②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の

内容

　当社は、株式を保有する場合には、発行会社及びその関連会社との取引関係の維持・強化及び株式安定等の

保有目的の合理性を条件とすることを基本的な方針としております。同株式の取得や処分については、当社の

成長に寄与するものかどうかを担当取締役又は執行役員が検証し、必要に応じて取締役会にて決議することと

しております。

 

ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額

 
銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（千円）

非上場株式 1 0

非上場株式以外の株式 1 140,000

 

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

 
銘柄数
（銘柄）

株式数の増加に係る取得
価額の合計額（千円）

株式数の増加の理由

非上場株式 － － －

非上場株式以外の株式 1 179,500

当事業年度において、株式を一部売却したこと

に伴い、連結の範囲から除外し、関係会社株式

からその他有価証券に変更となったためであり

ます。

 

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

 
銘柄数
（銘柄）

株式数の減少に係る売却
価額の合計額（千円）

非上場株式 3 20,517

非上場株式以外の株式 － －
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ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄

当事業年度 前事業年度

保有目的、業務提携等の概要、
定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株式の
保有の有無

株式数（株） 株式数（株）

貸借対照表計上額
（千円）

貸借対照表計上額
（千円）

ReYuu Japan株式会

社

500,000 －

（保有目的）

「第２　事業の状況　５　重要な契約

等　資本業務提携契約（ReYuu Japan株

式会社）」に記載の業務提携関係を強化

するためであります。

（業務提携等の概要）

「第２　事業の状況　５　重要な契約

等　資本業務提携契約（ReYuu Japan株

式会社）」に記載のとおりであります。

（株式数が増加した理由）

当事業年度において、株式を一部売却し

たことに伴い、連結の範囲から除外し、

関係会社株式からその他有価証券に変更

となったためであります。

無

140,000 －

（注）１．「－」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。

２．定量的な保有効果につきましては、その把握が困難なため、記載しておりません。保有の合理性を検証した方

法につきましては、「ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取

締役会等における検証の内容」をご参照ください。

 

みなし保有株式

　該当事項はありません。

 

③　保有目的が純投資目的である投資株式

　該当事項はありません。

 

④　当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

　該当事項はありません。

 

⑤　当事業年度の前４事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変

更したもの

　該当事項はありません。
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５【従業員の状況等】

（１）【人材戦略に関する基本方針等】

　当社グループは、企業と顧客をつなぐDXクラウドサービスの提供を中核事業としており、SaaS事業、広告メ

ディア事業を展開しております。

　当社グループが今後さらに事業を拡大し、持続的な企業価値の向上を実現していくためには、ソフトウェア

開発・サービス企画・カスタマーサクセス等の各領域において、変化の速いデジタル市場の需要を的確に捉

え、新たな価値を創出できる人材の確保・育成が経営の最重要課題の一つであると認識しております。特に、

エンジニア人材の獲得競争は他社との間で激しさを増しており、安定的な人材確保には継続的な取組みが必要

と考えております。

　こうした認識のもと、当社グループは「①事業成長を担う専門人材の確保」「②社員の成長を後押しする育

成・評価の仕組み構築」「③多様な人材が長く活躍できる環境整備」の３つを人材戦略の基本方針として位置

づけ、経営戦略の実現を支える基盤としております。

 

①　人材育成方針

　当社グループは、社員一人ひとりの能力やモチベーションの向上を図るため、職種・等級に応じた研修制度

の強化、OJTを通じた実践的なスキル習得の支援、社内公募・部門間異動によるキャリア形成の機会提供等に

取り組んでおります。また、採用においては即戦力人材の確保と若手人材の早期育成を両輪で進めておりま

す。

 

②　社内環境整備方針

　社員が安心して長期的に活躍できる職場環境の実現に向け、福利厚生の充実、柔軟な働き方を支える制度の

整備、人事制度の見直し・運用の高度化を進めております。また、性別・年齢・国籍等にかかわらず多様な人

材が能力を発揮できる組織づくりを重要な課題として捉え、女性社員の活躍推進や管理職への登用機会の拡大

にも取り組んでおります。

 

③　従業員給与等の決定方針

　当社グループの給与水準は、上記の人材戦略を踏まえ、職務内容・役割・成果等に基づく公正な評価制度の

もとで決定しております。特に専門性の高いエンジニア人材については、市場の賃金水準動向を踏まえた処遇

の見直しを行い、優秀な人材の確保・定着につなげております。
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（２）【従業員の状況】

① 連結会社の状況

 2026年３月31日現在

セグメントの名称 従業員数（名）

DXクラウド事業
48

(17)

広告・メディア事業
9

(1)

投資関連事業
-

(-)

全社（共通）
21

(6)

合計
78

(24)

（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は当連結会計年度の平均人員を（　）外数で記載しております。

 

② 提出会社の状況

    2026年３月31日現在

従業員数（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円）
平均年間給与の
対前事業年度増減率

（％）

78
36.2 6.6 5,504 1.83

(24)

 

セグメントの名称 従業員数（名）

DXクラウド事業
48

(17)

広告・メディア事業
9

(1)

全社（共通）
21

(6)

合計
78

(24)

（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は当事業年度の平均人員を（　）外数で記載しております。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

 

③ 労働組合の状況

　該当事項はありません。

　なお、労使関係については円満な関係にあり、特記すべき事項はありません。

 

④ 管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の額

の差異

　提出会社及び連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）及び

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の規定によ

る公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）

に基づいて作成しております。

 

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下、

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により、財務諸表を作成してお

ります。

 

(3）当社は、2025年３月24日開催の第29期定時株主総会において、「定款の一部変更の件」が承認可決され、決算期

（事業年度の末日）を12月31日から３月31日に変更いたしました。これに伴い、当連結会計年度及び当事業年度

は、2025年１月１日から2026年３月31日までの15ヶ月間となっております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（2025年１月１日から2026年３月31日

まで）の連結財務諸表及び事業年度（2025年１月１日から2026年３月31日まで）の財務諸表について、RSM清和監査

法人の監査を受けております。

 

３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について

　当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、会計基準等の内容

を適切に把握し、会計基準の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、監査法人等が主催す

る研修への参加及び財務・会計の専門書の購読により専門的情報を積極的に収集することに努めております。

　さらに、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、同法人が行う研修等に参加しております。
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度
（2024年12月31日）

当連結会計年度
（2026年３月31日）

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,233,814 727,674

売掛金 687,771 152,219

契約資産 20,880 8,890

営業投資有価証券 98,047 69,713

商品 844,174 －

仕掛品 1,156 －

関係会社短期貸付金 － 1,000,000

その他 110,611 38,891

貸倒引当金 △2,060 △1,295

流動資産合計 2,994,395 1,996,093

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 46,305 79,201

減価償却累計額 △17,971 △15,908

建物及び構築物（純額） 28,334 63,293

リース資産 63,298 －

減価償却累計額 △50,362 －

リース資産（純額） 12,936 －

その他 161,372 39,284

減価償却累計額 △89,068 △22,632

その他（純額） 72,303 16,652

有形固定資産合計 113,574 79,945

無形固定資産   

のれん 122,740 －

ソフトウエア 88,132 20,199

ソフトウエア仮勘定 13,128 －

その他 45 45

無形固定資産合計 224,046 20,244

投資その他の資産   

投資有価証券 42,091 145,245

敷金及び保証金 111,000 87,433

繰延税金資産 － 25,158

その他 10,325 27,925

貸倒引当金 △9,248 △2,627

投資その他の資産合計 154,168 283,135

固定資産合計 491,789 383,324

資産合計 3,486,185 2,379,418
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度
（2024年12月31日）

当連結会計年度
（2026年３月31日）

負債の部   

流動負債   

買掛金 33,959 6,856

短期借入金 900,000 500,000

１年内返済予定の長期借入金 236,012 36,000

未払法人税等 21,102 5,847

契約負債 45,425 4,615

賞与引当金 3,600 7,400

その他 165,308 82,037

流動負債合計 1,405,408 642,757

固定負債   

長期借入金 722,335 52,666

退職給付に係る負債 27,815 －

繰延税金負債 3,495 －

その他 32,241 －

固定負債合計 785,887 52,666

負債合計 2,191,295 695,423

純資産の部   

株主資本   

資本金 389,047 389,047

資本剰余金 1,938,609 1,938,609

利益剰余金 △932,061 △4,163

自己株式 △599,998 △599,998

株主資本合計 795,597 1,723,494

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 － △39,500

その他の包括利益累計額合計 － △39,500

新株予約権 298 －

非支配株主持分 498,994 －

純資産合計 1,294,889 1,683,994

負債純資産合計 3,486,185 2,379,418
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

（自　2024年１月１日
至　2024年12月31日）

当連結会計年度
（自　2025年１月１日
至　2026年３月31日）

売上高 ※１ 6,211,422 ※１ 3,261,341

売上原価 4,704,636 1,676,120

売上総利益 1,506,786 1,585,221

販売費及び一般管理費 ※２,※３ 1,672,628 ※２,※３ 1,458,650

営業利益又は営業損失（△） △165,842 126,570

営業外収益   

受取利息 190 11,571

受取配当金 131 －

為替差益 － 3,850

貸倒引当金戻入額 2,405 5,267

その他 2,758 706

営業外収益合計 5,485 21,396

営業外費用   

支払利息 19,353 16,512

棚卸資産除却損 6,401 3,824

支払手数料 1,757 4,282

公開買付関連費用 23,900 －

その他 32,051 2,878

営業外費用合計 83,464 27,497

経常利益又は経常損失（△） △243,821 120,469

特別利益   

関係会社株式売却益 － 900,196

受取保険金 3,100 8,160

その他 1,200 27,006

特別利益合計 4,300 935,363

特別損失   

減損損失 ※４ 528,024 ※４ 136,351

投資有価証券評価損 － 39,001

情報セキュリティ対策費 5,483 4,248

その他 － 13,920

特別損失合計 533,508 193,520

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損

失（△）
△773,029 862,311

法人税、住民税及び事業税 4,800 44,255

法人税等調整額 15,617 △28,653

法人税等合計 20,417 15,602

当期純利益又は当期純損失（△） △793,446 846,709

非支配株主に帰属する当期純損失（△） △50,688 △4,120

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に

帰属する当期純損失（△）
△742,757 850,829
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【連結包括利益計算書】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

（自　2024年１月１日
至　2024年12月31日）

当連結会計年度
（自　2025年１月１日
至　2026年３月31日）

当期純利益又は当期純損失（△） △793,446 846,709

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △39,500

その他の包括利益合計 － ※ △39,500

包括利益 △793,446 807,209

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △742,757 811,329

非支配株主に係る包括利益 △50,688 △4,120

 

EDINET提出書類

株式会社ショーケース(E27894)

有価証券報告書

 51/109



③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）

     （単位：千円）

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 50,188 1,620,231 △189,304 △599,998 881,116

当期変動額      

新株の発行 338,709 338,709   677,418

新株の発行（新株予約権の行
使）

150 150   300

親会社株主に帰属する当期純損
失（△）

  △742,757  △742,757

非支配株主との取引に係る親会
社の持分変動  △20,481   △20,481

株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

     

当期変動額合計 338,859 318,377 △742,757 － △85,519

当期末残高 389,047 1,938,609 △932,061 △599,998 795,597

 

    

 新株予約権 非支配株主持分 純資産合計

当期首残高 298 628,543 1,509,958

当期変動額    

新株の発行   677,418

新株の発行（新株予約権の行
使）

  300

親会社株主に帰属する当期純損
失（△）

  △742,757

非支配株主との取引に係る親会
社の持分変動   △20,481

株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

 △129,549 △129,549

当期変動額合計 － △129,549 △215,069

当期末残高 298 498,994 1,294,889
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当連結会計年度（自　2025年１月１日　至　2026年３月31日）

     （単位：千円）

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 389,047 1,938,609 △932,061 △599,998 795,597

当期変動額      

親会社株主に帰属する当期純利
益   850,829  850,829

連結範囲の変動   77,068  77,068

株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

     

当期変動額合計 － － 927,897 － 927,897

当期末残高 389,047 1,938,609 △4,163 △599,998 1,723,494

 

      

 その他の包括利益累計額
新株予約権 非支配株主持分 純資産合計

 
その他有価証券
評価差額金

その他の包括利
益累計額合計

当期首残高 － － 298 498,994 1,294,889

当期変動額      

親会社株主に帰属する当期純利
益     850,829

連結範囲の変動     77,068

株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

△39,500 △39,500 △298 △498,994 △538,792

当期変動額合計 △39,500 △39,500 △298 △498,994 389,105

当期末残高 △39,500 △39,500 － － 1,683,994
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

（自　2024年１月１日
至　2024年12月31日）

当連結会計年度
（自　2025年１月１日
至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純

損失（△）
△773,029 862,311

減価償却費 161,484 63,759

のれん償却額 89,185 13,637

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,787 △4,383

賞与引当金の増減額（△は減少） △750 5,475

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △17,184 －

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 2,196 △2,849

受取利息及び受取配当金 △321 △11,571

為替差損益（△は益） － 4,999

支払利息 19,353 16,512

棚卸資産除却損 6,401 3,824

支払手数料 1,757 4,282

公開買付関連費用 23,900 －

関係会社株式売却損益（△は益） － △900,196

減損損失 528,024 136,351

投資有価証券評価損益（△は益） － 39,001

情報セキュリティ対策費 5,483 4,248

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） △242,836 △36,463

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 10,827 28,333

棚卸資産の増減額（△は増加） △324,427 △197,490

未収消費税等の増減額（△は増加） △55,073 △44,771

仕入債務の増減額（△は減少） 422 123,589

未払消費税等の増減額（△は減少） △72,280 11,477

レンタル資産の取得による支出 △75,257 △12,370

その他 71,050 △54,040

小計 △644,859 53,666

利息及び配当金の受取額 321 11,571

利息の支払額 △19,353 △16,512

補助金の受取額 755 18

賠償金の受取額 1,200 198

保険金の受取額 3,100 8,160

公開買付関連費用の支払額 △7,500 △16,400

手数料の支払額 － △1,761

情報セキュリティ対策費の支払額 △5,986 △4,645

法人税等の支払額 △3,315 △47,855

法人税等の還付額 2,667 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △672,970 △13,560
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

（自　2024年１月１日
至　2024年12月31日）

当連結会計年度
（自　2025年１月１日
至　2026年３月31日）

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △9,656 △83,346

無形固定資産の取得による支出 △219,662 △102,021

投資有価証券の売却による収入 31,534 21,017

関係会社貸付けによる支出 － △1,000,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による

収入
－ ※２ 1,092,971

その他 4,431 14,396

投資活動によるキャッシュ・フロー △193,353 △56,982

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 100,000 △200,000

短期借入れによる収入 － 200,000

短期借入金の返済による支出 △9,998 －

長期借入れによる収入 500,000 －

長期借入金の返済による支出 △332,669 △403,011

株式の発行による収入 663,047 －

ストックオプションの行使による収入 300 －

非支配株主への払戻による支出 △99,342 －

その他 △10,135 △27,585

財務活動によるキャッシュ・フロー 811,202 △430,596

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △4,999

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △55,120 △506,140

現金及び現金同等物の期首残高 1,288,935 1,233,814

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,233,814 ※１ 727,674
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【注記事項】

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１．連結の範囲に関する事項

　すべての子会社を連結しております。

連結子会社の数

1社

連結子会社の名称

株式会社Showcase Capital

　当連結会計年度において、株式を一部売却したことに伴い、ReYuu Japan株式会社を連結の範囲から除外

しております。

　なお、当該連結の範囲の変更は、翌連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を与える見込みでありま

す。当該影響の概要は、連結損益計算書における売上高の減少等であります。

 

２．持分法の適用に関する事項

　該当事項はありません。

　当連結会計年度において、株式を売却したことに伴い、株式会社インクルーズを持分法適用の範囲から除

外しております。

 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

 

４．会計方針に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券（営業投資有価証券を含む）

市場価格のない株式等以外のもの

　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等

　移動平均法による原価法

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証

券とみなされるもの）

　組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純

額で取り込む方法によっております。

 

②　棚卸資産

商品

　原則として個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算

定）

仕掛品

　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）

並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物並びにレンタル資産については、定額

法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物　　　６～24年
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②　無形固定資産

市場販売目的のソフトウエア

　見込販売収益に基づく償却額と残存有効期間（３年以内）に基づく均等配分額とを比較し、いずれ

か大きい額を当期償却額としております。

自社利用目的のソフトウエア

　社内における利用可能期間（５年以内）に基づく定額法を採用しております。

 

③　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

 

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

 

②　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しております。

 

(4）退職給付に係る会計処理の方法

　一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要

支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を採用しております。

 

(5）重要な収益及び費用の計上基準

　当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該

履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

　顧客との約束が財又はサービスを他の当事者によって提供されるように手配する履行義務である場合に

ついて、顧客への財又はサービスの提供における役割（本人又は代理人）を判断した結果、純額で収益を

認識しております。

　また、約束した対価の金額は、概ね１年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。

①　DXクラウド事業

・NaviCastシリーズ

　顧客に成果物を納品し、検収を受けた時点で履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識

しております。なお、一部の取引は、納品時点と検収時点とに重要な差異がないと判断し、納品時点で

収益を認識しております。

・ProTechシリーズ

　顧客にサービスが提供される期間の経過に応じて履行義務が充足されると判断し、当該期間の経過に

応じて収益を認識しております。なお、一部の従量課金については、アクセス数やユーザー数などの従

量に応じて収益を認識しております。

・Webサイト制作等

　Webサイト制作等の受託は、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の

期間にわたり収益を認識しております。履行義務の充足にかかる進捗度の測定は、各報告期間の期末日

までに発生した売上原価が、予想される売上原価の合計に占める割合に基づいて行っております。ただ

し、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い受

託開発契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務

を充足した時点で収益を認識しております。

 

②　広告・メディア事業

　顧客と合意した契約条件に基づき広告配信、記事出稿等を行っており、当該配信、出稿等に関して顧

客と合意した成果について検収を受けた時点で履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識

しております。
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③　情報通信関連事業

・リユース関連事業

　主にリユースモバイル端末の販売を行っております。このような商品の販売については、顧客に商品

を引渡した時点で収益を認識しております。

 

(6）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお

ります。

 

(7）のれんの償却方法及び償却期間

　その効果が発現すると見込まれる期間を個別に見積り、償却期間を決定した上で均等償却しておりま

す。

 

(8）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。

 

(9）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

繰延資産の処理方法

株式交付費

　発生時に全額費用処理しております。

 

（重要な会計上の見積り）

前連結会計年度（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）

（営業投資有価証券及び投資有価証券の評価）

１．当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

 （単位：千円）
 

 当連結会計年度

営業投資有価証券（非上場株式） 0

営業投資有価証券（投資事業組合への出資） 98,047

投資有価証券（非上場株式等） 42,091

 

２．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　市場価格のない株式等については、１株当たりの純資産額に所有株式数を乗じた金額を基礎とした実質

価額が取得価額と比べて50％以上低下したものについて、回復可能性が十分な証拠により裏付けられる場

合を除き減損処理を行っております。

　投資事業組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書

を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

　市場価格のない株式等及び投資事業組合が保有する株式等の評価は投資先の事業計画に基づき行ってお

りますが、当該事業計画には経済環境の仮定等の不確実性が含まれており、経済環境の悪化等が生じる場

合、翌連結会計年度以降において追加での減損処理が必要となる可能性があります。

 

（のれんの評価）

１．当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

 （単位：千円）
 

 当連結会計年度

のれん（ReYuu社） 122,740

 

２．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　当社は、前連結会計年度までに、ReYuu社の株式を取得し、取得原価の配分を行っております。当該取

得原価の配分により、のれんが計上されております。当社は、ReYuu社の損益計画及び損益実績等を使用
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して減損損失の計上要否を検討しております。当連結会計年度において、当該のれんについて減損損失は

計上しておりません。

　減損損失の計上要否の検討に使用した損益計画等には不確実性があり、損益計画と損益実績等に乖離が

生じる場合、翌連結会計年度以降において当該のれんについて減損損失が計上される可能性があります。
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（固定資産の減損）

１．当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

 （単位：千円）
 

 当連結会計年度

有形固定資産 113,574

無形固定資産（のれんを除く） 101,306

減損損失 528,024

 

２．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　当社グループは、事業用資産については管理会計上の区分を基礎として資産のグルーピングを行ってお

り、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。資産グループに係る減損の兆候

を把握するため、「固定資産の減損に係る会計基準」に従って検討を行っております。減損の兆候がある

資産グループについては、割引前将来キャッシュ・フローの総額が当該資産グループの固定資産の帳簿価

額を下回る場合に減損損失を認識する方針としております。将来キャッシュ・フローは、過去の実績や事

業環境を反映した事業計画を基礎としております。また、将来キャッシュ・フローの見積り期間は、資産

グループにおける主要な資産の経済的残存耐用年数としております。減損損失を認識する場合、資産グ

ループの回収可能価額は、使用価値により測定しております。

　当連結会計年度において、営業損益又は営業キャッシュ・フローが継続してマイナスであり、回収可能

性が見込めない資産グループ及び使用見込みがなくなったソフトウエア（遊休資産）について減損損失を

認識しております。

　減損損失の認識及び測定に使用した将来キャッシュ・フローの基礎となる事業計画には事業環境の仮定

等の不確実性が含まれており、現時点で予測不能な将来の事業環境の著しい悪化等により実際のキャッ

シュ・フローが見積りを下回った場合、翌連結会計年度以降において減損損失が計上される可能性があり

ます。

 

（棚卸資産の評価）

１．当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

 （単位：千円）
 

 当連結会計年度

商品 844,174

 

２．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　商品の評価について、個別法による原価法により算定しております。将来の販売見込みに基づく一定の

滞留期間を超える場合には帳簿価額を全額切り下げた価額をもって貸借対照表価額としております。

　滞留の判定においては、過去の実績等に基づく一定の期間を主要な仮定としておりますが、当社グルー

プを取り巻く環境に変化があった場合等、翌連結会計年度以降において、当社グループの業績に影響を及

ぼす可能性があります。
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当連結会計年度（自　2025年１月１日　至　2026年３月31日）

（営業投資有価証券及び投資有価証券の評価）

１．当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

 （単位：千円）
 

 当連結会計年度

営業投資有価証券（非上場株式） 0

営業投資有価証券（投資事業組合への出資） 69,713

投資有価証券（非上場株式等） 930

投資有価証券評価損 39,001

 

２．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　市場価格のない株式等については、１株当たりの純資産額に所有株式数を乗じた金額を基礎とした実質

価額が取得価額と比べて50％以上低下したものについて、回復可能性が十分な証拠により裏付けられる場

合を除き減損処理を行っております。

　投資事業組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書

を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

　市場価格のない株式等及び投資事業組合が保有する株式等の評価は投資先の事業計画に基づき行ってお

りますが、当該事業計画には経済環境の仮定等の不確実性が含まれており、経済環境の悪化等が生じる場

合、翌連結会計年度以降において追加での減損処理が必要となる可能性があります。

 

（固定資産の減損）

１．当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

 （単位：千円）
 

 当連結会計年度

有形固定資産 79,945

無形固定資産 20,244

減損損失 136,351

 

２．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　当社グループは、事業用資産については管理会計上の区分を基礎として資産のグルーピングを行ってお

り、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。資産グループに係る減損の兆候

を把握するため、「固定資産の減損に係る会計基準」に従って検討を行っております。減損の兆候がある

資産グループについては、割引前将来キャッシュ・フローの総額が当該資産グループの固定資産の帳簿価

額を下回る場合に減損損失を認識する方針としております。将来キャッシュ・フローは、過去の実績や事

業環境を反映した事業計画を基礎としております。また、将来キャッシュ・フローの見積り期間は、資産

グループにおける主要な資産の経済的残存耐用年数としております。減損損失を認識する場合、資産グ

ループの回収可能価額は、使用価値により測定しております。

　当連結会計年度において、営業損益又は営業キャッシュ・フローが継続してマイナスであり、回収可能

性が見込めない資産グループについて減損損失を認識しております。

　減損損失の認識及び測定に使用した将来キャッシュ・フローの基礎となる事業計画には事業環境の仮定

等の不確実性が含まれており、現時点で予測不能な将来の事業環境の著しい悪化等により実際のキャッ

シュ・フローが見積りを下回った場合、翌連結会計年度以降において減損損失が計上される可能性があり

ます。
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（繰延税金資産の回収可能性）

１．当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

 （単位：千円）
 

 当連結会計年度

繰延税金資産 25,158

 

２．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　将来減算一時差異等及び税務上の繰越欠損金に対して、将来の収益力に基づく課税所得の見積り及び

タックス・プランニングに基づき、繰延税金資産の回収可能性を判断しております。将来の収益力に基づ

く課税所得の見積りは、当社の事業計画を基礎としております。

　当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動等によって影響を受ける可能性があり、実際に発生した

利益並びに課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度以降において、繰延税金資

産の金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。

 

（未適用の会計基準等）

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号　2024年９月13日　企業会計基準委員会）

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号　2024年９月13日　企業会計基準

委員会）等

 

(1）概要

　企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借

手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な

会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎と

するものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることによ

り、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要と

なることを目指したリース会計基準等が公表されました。

　借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースが

ファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについ

て使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適

用されます。

 

(2）適用予定日

　2028年３月期の期首から適用します。

 

(3）当該会計基準等の適用による影響

　「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中

であります。

 

・「後発事象に関する会計基準」（企業会計基準第41号　2026年１月９日　企業会計基準委員会）

・「後発事象に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第35号　2026年１月９日　企業会計基

準委員会）

 

(1）概要

　「後発事象に関する会計基準」等は、後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計

基準を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会　監査・保証基準委員会　監査基準報告

書560実務指針第１号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則とし

て踏襲して企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評

価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関す

る会計処理及び開示について定めたものであります。

 

(2）適用予定日

　2028年３月期の期首から適用します。
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（表示方法の変更）

（連結損益計算書）

　前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「補助金収入」は、営業外収益の総額

の100分の10以下となったため、当連結会計年度より「営業外収益」の「その他」に含めて表示することとい

たしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っておりま

す。

　この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「補助金収入」に表示しておりま

した755千円は、「その他」として組み替えております。

 

　前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めて表示しておりました「支払手数料」は、営

業外費用の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することといたしました。また、前

連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「株式交付費」は、営業外費用の総額の

100分の10以下となったため、当連結会計年度より「営業外費用」の「その他」に含めて表示することといた

しました。これらの表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っており

ます。

　これらの結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「株式交付費」に表示してお

りました26,594千円、「その他」に表示しておりました7,215千円は、「支払手数料」1,757千円、「その他」

32,051千円として組み替えております。

 

　前連結会計年度において、独立掲記しておりました「特別利益」の「受取賠償金」は、特別利益の総額の

100分の10以下となったため、当連結会計年度より「特別利益」の「その他」に含めて表示することといたし

ました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

　この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「特別利益」の「受取賠償金」に表示しておりまし

た1,200千円は、「その他」として組み替えております。

 

（連結キャッシュ・フロー計算書）

　前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しておりまし

た「支払手数料」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することといたしました。ま

た、前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「株式交付

費」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「営業活動によるキャッシュ・フロー」の

「その他」に含めて表示することといたしました。これらの表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年

度の連結財務諸表の組替えを行っております。

　これらの結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・

フロー」の「株式交付費」に表示しておりました26,594千円、「その他」に表示しておりました46,214千円

は、「支払手数料」1,757千円、「その他」71,050千円として組み替えております。

 

（会計上の見積りの変更）

（資産除去債務の見積りの変更）

　不動産賃貸借契約に基づく原状回復義務について、当連結会計年度において当社の本社オフィスの改装を

行ったことに伴い、原状回復費用及び使用見込期間に関して見積りの変更を行いました。

　この見積りの変更により、従来と比べて、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利

益は、それぞれ735千円減少しております。

　なお、資産除去債務については、負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する敷金及び保証金の回収が

最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当連結会計年度の負担に属する金額を費用に計上す

る方法によっております。
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（連結損益計算書関係）

※１　顧客との契約から生じる収益

　売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。

顧客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項（セグメント情報等）セグメント情報　

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報及び収益

の分解情報」に記載しております。

 

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　2024年１月１日
至　2024年12月31日）

当連結会計年度
（自　2025年１月１日
至　2026年３月31日）

給料手当 637,822千円 597,608千円

支払手数料 168,116 〃 148,842 〃

業務委託費 148,596 〃 159,844 〃

退職給付費用 6,626 〃 1,492 〃

貸倒引当金繰入額 1,525 〃 1,131 〃

役員退職慰労引当金繰入額 1,097 〃 － 〃

賞与引当金繰入額 3,600 〃 7,400 〃

 

（表示方法の変更）

　前連結会計年度において、販売費及び一般管理費の主要な費目として注記しておりませんでした「業務

委託費」は、販売費及び一般管理費の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より注記すること

といたしました。これに伴い、前連結会計年度の金額も注記しております。

 

※３　一般管理費に含まれる研究開発費の総額は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　2024年１月１日
至　2024年12月31日）

当連結会計年度
（自　2025年１月１日
至　2026年３月31日）

研究開発費 2,340千円 14,102千円

 

※４　減損損失

　当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

前連結会計年度（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）

場所 用途 種類 金額

本社（東京都港区）
事業用資産

のれん 126,992千円

ソフトウエア 250,826千円

ソフトウエア仮勘定 89,652千円

その他 40,479千円

遊休資産 ソフトウエア 15,041千円

連結子会社

（大阪府大阪市北区）
事務所

建物及び構築物 255千円

その他 4,777千円

合計 528,024千円

①　減損損失の認識に至った経緯

　営業損益又は営業キャッシュ・フローが継続してマイナスであり、回収可能性が見込めない資産グ

ループ及び使用見込みがなくなったソフトウエア（遊休資産）について減損損失を認識しておりま

す。
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②　資産のグルーピングの方法

　当社グループでは、事業用資産については管理会計上の区分を基礎として資産のグルーピングを

行っており、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。

 

③　回収可能性の算定方法

　回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローに基づく使用価値がゼロの

ため、回収可能価額をゼロとして算定しております。

 

当連結会計年度（自　2025年１月１日　至　2026年３月31日）

場所 用途 種類 金額

本社（東京都港区） 事業用資産
ソフトウエア 84,012千円

ソフトウエア仮勘定 52,338千円

合計 136,351千円

①　減損損失の認識に至った経緯

　営業損益又は営業キャッシュ・フローが継続してマイナスであり、回収可能性が見込めない資産グ

ループについて減損損失を認識しております。

 

②　資産のグルーピングの方法

　当社グループでは、事業用資産については管理会計上の区分を基礎として資産のグルーピングを

行っており、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。

 

③　回収可能性の算定方法

　回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローに基づく使用価値がゼロの

ため、回収可能価額をゼロとして算定しております。

 

（連結包括利益計算書関係）

※　その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

 
前連結会計年度

（自　2024年１月１日
至　2024年12月31日）

当連結会計年度
（自　2025年１月１日
至　2026年３月31日）

その他有価証券評価差額金：   

当期発生額 －千円 △39,500千円

組替調整額 － －

法人税等及び税効果調整前 － △39,500

法人税等及び税効果額 － －

その他有価証券評価差額金 － △39,500

その他の包括利益合計 － △39,500
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 8,571,100 1,614,500 － 10,185,600

（注）普通株式の増加数は、第三者割当増資による増加1,612,900株、新株予約権の行使による増加1,600株でありま

す。

 

２．自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 1,612,900 － － 1,612,900

 

３．新株予約権等に関する事項

区分 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（株）
当連結会計
年度末残高
（千円）

当連結会計
年度期首

増加 減少
当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）

ストック・オプショ

ンとしての新株予約

権

（注）

－ － － － － －

連結子会社
ReYuu社

第１回新株予約権
普通株式 298,000 － － 298,000 298

合計 － － － － 298

（注）ストック・オプションとしての新株予約権のため、目的となる株式の種類及び数の記載を省略しております。

 

４．配当に関する事項

(1）配当金支払額

　該当事項はありません。

 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

　該当事項はありません。
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当連結会計年度（自　2025年１月１日　至　2026年３月31日）

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 10,185,600 － － 10,185,600

 

２．自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 1,612,900 － － 1,612,900

 

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

　なお、当連結会計年度において、株式を一部売却したことに伴い、ReYuu社を連結の範囲から除外したた

め、同社の新株予約権については記載しておりません。

 

４．配当に関する事項

(1）配当金支払額

　該当事項はありません。

 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

　該当事項はありません。

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおり

であります。

 
前連結会計年度

（自　2024年１月１日
至　2024年12月31日）

当連結会計年度
（自　2025年１月１日
至　2026年３月31日）

現金及び預金 1,233,814千円 727,674千円

現金及び現金同等物 1,233,814千円 727,674千円

 

※２　株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳

前連結会計年度（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　2025年１月１日　至　2026年３月31日）

　株式の売却によりReYuu社が連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並びに

ReYuu社株式の売却価額と売却による収入は次のとおりであります。

流動資産 1,915,429千円

固定資産 89,804 

のれん 109,102 

流動負債 △684,186 

固定負債 △461,743 

新株予約権 △298 

非支配株主持分 △494,873 

株式売却後の投資勘定 △179,500 

連結除外に伴う利益剰余金の増減額 77,068 

株式売却益 896,196 

ReYuu社株式の売却価額 1,267,000 

ReYuu社現金及び現金同等物 △174,028 

差引：売却による収入 1,092,971 
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（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

　当社グループは、資金運用については、短期的な預金等に限定し、また資金調達については金融機関か

らの借入による方針であります。当社グループは、デリバティブ取引を行っておりません。

 

(2）金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、一部外貨建のものについて

は、為替の変動リスクに晒されておりますが、当該リスクは僅少であります。

　貸付金は、当社の関係会社に対する貸付金であり、貸付先の信用リスクに晒されております。

　営業投資有価証券及び投資有価証券は、主に取引先企業との業務等に関連する株式であり、市場価格の

変動リスク等に晒されております。

　営業債務等は流動性リスクに晒されております。

 

(3）金融商品に係るリスク管理体制

①　信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社グループは、営業債権についてはコーポレート本部等が取引先別に期日及び残高を管理するとと

もに、入金状況を各事業部門に随時連絡しております。貸付金については、コーポレート本部が定期的

に貸付先の財務状況の把握を行っております。

 

②　市場リスクの管理

　営業投資有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況を

把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

 

③　流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

　当社グループは、コーポレート本部等が適時に資金繰り計画を作成・更新することにより、流動性リ

スクを管理しております。

 

(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに

より、当該価額が変動することもあります。

 

２．金融商品の時価等に関する事項

　連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

前連結会計年度（2024年12月31日）

 
連結貸借対照表計上額

（千円）
時価
（千円）

差額
（千円）

(1）長期借入金（１年内返済予定の長期借入

金を含む。）
958,347 958,867 520

負債計 958,347 958,867 520

（※１）「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」、「短期借入金」並びに「未払法人税等」については、現金であ

ること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しておりま

す。

（※２）市場価格のない株式等は、上表には含めておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおり

であります。

 （単位：千円）
 

区分 当連結会計年度

営業投資有価証券 0

投資有価証券 42,091
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（※３）連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出資については含めており

ません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

 （単位：千円）
 

区分 当連結会計年度

営業投資有価証券 98,047

 

当連結会計年度（2026年３月31日）

 
連結貸借対照表計上額

（千円）
時価
（千円）

差額
（千円）

(1）投資有価証券 144,314 144,314 －

資産計 144,314 144,314 －

(1）長期借入金（１年内返済予定の長期借入

金を含む。）
88,666 88,075 △590

負債計 88,666 88,075 △590

（※１）「現金及び預金」、「売掛金」、「関係会社短期貸付金」、「買掛金」、「短期借入金」並びに「未払法人税

等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることか

ら、記載を省略しております。

（※２）市場価格のない株式等は、上表には含めておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおり

であります。

 （単位：千円）
 

区分 当連結会計年度

営業投資有価証券 0

投資有価証券 930

 

（※３）連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出資については、「時価の

算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日）第24-16項の取扱いを

適用し、時価開示の対象としておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりでありま

す。

 （単位：千円）
 

区分 当連結会計年度

営業投資有価証券 69,713

 

（注１）金銭債権の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（2024年12月31日）

 
１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

預金 1,233,685 － － －

売掛金 687,771 － － －

合計 1,921,457 － － －
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当連結会計年度（2026年３月31日）

 
１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

預金 727,674 － － －

売掛金 152,219 － － －

関係会社短期貸付金 1,000,000 － － －

合計 1,879,893 － － －

 

（注２）長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度（2024年12月31日）

 
１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

短期借入金 900,000 － － － － －

長期借入金 236,012 235,992 102,662 66,996 316,685 －

合計 1,136,012 235,992 102,662 66,996 316,685 －

 

当連結会計年度（2026年３月31日）

 
１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

短期借入金 500,000 － － － － －

長期借入金 36,000 36,000 16,666 － － －

合計 536,000 36,000 16,666 － － －

 

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル

に分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ

れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

(1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

前連結会計年度（2024年12月31日）

　該当事項はありません。
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当連結会計年度（2026年３月31日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券     

その他有価証券     

株式 140,000 － － 140,000

その他 － 4,314 － 4,314

資産計 140,000 4,314 － 144,314

 

(2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

前連結会計年度（2024年12月31日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含

む。）
－ 958,867 － 958,867

負債計 － 958,867 － 958,867

 

当連結会計年度（2026年３月31日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含

む。）
－ 88,075 － 88,075

負債計 － 88,075 － 88,075

 

（注）　時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券

　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価

をレベル１の時価に分類しております。

　新株予約権は、活発な市場における類似の資産に関する市場取引価格を用いて評価しており、その時価を

レベル２の時価に分類しております。

 

長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む。）

　変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社及び連結子会社の信用状態は借入実行後

大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額に近似していると考えられるため、当該帳簿価額によって

おります。固定金利によるものは、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り

引いて算定しております。これらについては、レベル２の時価に分類しております。
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（有価証券関係）

１．その他有価証券

前連結会計年度（2024年12月31日）

　非上場の営業投資有価証券（連結貸借対照表計上額0千円）、投資有価証券（株式（同42,091千円））

については、市場価格がない株式等であることから、記載しておりません。また、連結貸借対照表に持分

相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出資（同98,047千円）についても、記載して

おりません。

 

当連結会計年度（2026年３月31日）

 種類
連結貸借対照表計上
額（千円）

取得原価（千円） 差額（千円）

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの

(1）株式 140,000 179,500 △39,500

(2）その他 4,314 4,314 －

小計 144,314 183,814 △39,500

合計 144,314 183,814 △39,500

（注）非上場の営業投資有価証券（連結貸借対照表計上額0千円）、投資有価証券（株式（同930千円））については、

市場価格がない株式等であることから、上表に含めておりません。また、連結貸借対照表に持分相当額を純額で

計上する組合その他これに準ずる事業体への出資（同69,713千円）についても、上表に含めておりません。

 

２．連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）

区分
売却額
（千円）

売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

株式 28,000 － －

新株予約権 3,534 － －

合計 31,534 － －

 

当連結会計年度（自　2025年１月１日　至　2026年３月31日）

区分
売却額
（千円）

売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

株式 20,517 20,517 －

新株予約権 500 500 －

合計 21,017 21,017 －

 

３．減損処理を行った有価証券

　当連結会計年度において、投資有価証券について39,001千円の減損処理を行っております。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　一部の連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度として退職一時金制度

と、確定拠出年金制度を採用しております。

　当該連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計上し

ております。

 

２．簡便法を適用した確定給付制度

(1）簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

（単位：千円）
 

 
前連結会計年度

（自　2024年１月１日
至　2024年12月31日）

当連結会計年度
（自　2025年１月１日
至　2026年３月31日）

退職給付に係る負債の期首残高 25,619 27,815

退職給付費用 2,890 606

退職給付の支払額 △694 △3,455

連結除外による減少 － △24,965

退職給付に係る負債の期末残高 27,815 －

 

(2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表

（単位：千円）
 

 
前連結会計年度

（2024年12月31日）
当連結会計年度
（2026年３月31日）

非積立型制度の退職給付債務 27,815 －

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 27,815 －

   

退職給付に係る負債 27,815 －

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 27,815 －

 

(3）退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用　　前連結会計年度　2,890千円　　当連結会計年度　 606千円

 

３．確定拠出制度

　連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度3,735千円、当連結会計年度886千円でありま

す。

 

（ストック・オプション等関係）

事前交付型譲渡制限付株式報酬に関する注記

１．費用計上額及び科目

 
前連結会計年度

（自　2024年１月１日
至　2024年12月31日）

当連結会計年度
（自　2025年１月１日
至　2026年３月31日）

販売費及び一般管理費 623千円 －千円

 

２．事前交付型譲渡制限付株式の内容、規模及びその変動状況

　当連結会計年度において、株式を一部売却したことに伴い、ReYuu社を連結の範囲から除外したため、同

社の事前交付型譲渡制限付株式については記載しておりません。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前連結会計年度

（2024年12月31日）
当連結会計年度
（2026年３月31日）

繰延税金資産   

未払事業税 4,978千円 1,657千円

減価償却超過額 114,849 〃 130,191 〃

貸倒引当金 3,532 〃 1,513 〃

賞与引当金 1,243 〃 2,332 〃

退職給付に係る負債 9,610 〃 － 〃

関係会社株式評価損 29,221 〃 － 〃

投資有価証券評価損 33,799 〃 14,343 〃

営業投資有価証券評価損 25,761 〃 5,299 〃

その他有価証券評価差額金 － 〃 12,450 〃

税務上の繰越欠損金（注）２ 506,684 〃 148,525 〃

その他 67,781 〃 44,780 〃

繰延税金資産小計 797,463千円 361,093千円

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注）２ △506,684 〃 △148,525 〃

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △290,778 〃 △186,024 〃

評価性引当額小計（注）１ △797,463千円 △334,549千円

繰延税金資産合計 －千円 26,543千円

繰延税金負債   

税務上の収益認識差額 △3,495 〃 △1,385 〃

繰延税金負債合計 △3,495千円 △1,385千円

繰延税金資産（負債）純額 △3,495千円 25,158千円

（注）１．評価性引当額が462,913千円減少しております。この減少の主な要因は、ReYuu社の連結除外による影響

311,993千円、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の減少（ReYuu社の連結除外による影響を除く。）

81,747千円であります。

２．税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

前連結会計年度（2024年12月31日）

 １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超 合計

税務上の繰越欠損金

(a)
23,216 36,992 － 22,869 7,659 415,947 506,684千円

評価性引当額 △23,216 △36,992 － △22,869 △7,659 △415,947 △506,684 〃

繰延税金資産 － － － － － － －千円

(a）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

 

当連結会計年度（2026年３月31日）

 １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超 合計

税務上の繰越欠損金

(b)
－ － － － － 148,525 148,525千円

評価性引当額 － － － － － △148,525 △148,525 〃

繰延税金資産 － － － － － － －千円

(b）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

 
前連結会計年度

（2024年12月31日）

当連結会計年度

（2026年３月31日）

法定実効税率 税金等調整前当期純損失である

ため、記載を省略しておりま

す。

30.6％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2

住民税均等割 0.4

のれん償却額 0.5

関係会社株式売却益 △9.9

評価性引当額の増減 △20.0

その他 0.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 1.8

 

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立したこと

に伴い、2026年４月１日以後開始する連結会計年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることにな

りました。

　これに伴い、2026年４月１日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税

金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6％から31.5％に変更し計算しております。

　この変更による、当連結会計年度の連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

 

（企業結合等関係）

（事業分離（子会社株式の譲渡））

１．事業分離の概要

(1) 分離先企業の名称

　Seacastle Singapore Pte. Ltd

 

(2) 分離した子会社の名称及び事業の内容

　子会社の名称：ReYuu Japan株式会社

　事業の内容：スマホ、タブレット、パソコンを中心とするリユース製品の売買及びレンタル

 

(3) 事業分離を行った主な理由

　当社はReYuu社と2022年より資本業務提携契約を締結し、当社の持つSaaS開発能力やDXノウハウと、ReYuu

社の持つリユーススマホ等のハードの調達能力をかけ合わせて、DXの遅れているリユース業界をアップデー

トし、より効率的に業務を遂行することで事業成長を達成することを目指しておりました。提携後は当社の

ツールをReYuu社のスマホ買取時の本人確認で利用したほか、当社がReYuu社のECサイトの構築コンサル等の

支援を行った結果、同事業の売上が拡大するなど、シナジー効果が生まれております。

　Seacastle社はReYuu社の持つリユーススマホ等のハードの調達能力や、リユース市場の成長力を高く評価

していることから、ReYuu社の株式を直近の市場価格よりプレミアムが付いた価格で買い取りたいとの意向

を受けました。過去に市場株価での取引の打診があった際には断念しておりましたが、今回は当社のスタン

スをご理解いただいたうえでSeacastle社より当社が希望していた評価額に近い価格の提示があり、ReYuu社

の将来性を高く評価いただいたと認識しております。

　当社におけるReYuu社の取得時株価（一株当たり359円）を大幅に上回る一株当たり700円の株価で譲渡を

しないリスクと、Seacastle社が持つ海外ネットワークを使った海外事業の推進により、ReYuu社が進めてい

る海外事業をさらに加速させることが期待でき、売上高や利益の拡大が実現できる可能性が高いことを考え

合わせてこの結論に至りました。

　以上より、当社及びReYuu社の今後の一層の発展を目指すうえで、Seacastle社への株式譲渡が両社にとっ

て望ましいとの結論に至り、ReYuu社の株式の一部をSeacastle社に譲渡することといたしました。
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(4) 事業分離日

　2025年３月25日

　2025年１月31日（みなし譲渡日）

 

(5) 法的形式を含むその他取引の概要に関する事項

　受取対価を現金等の財産のみとする株式譲渡

 

２．実施した会計処理の概要

(1) 移転損益の金額

　896,196千円

 

(2) 移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳

流動資産 1,915,429千円

固定資産 89,804

のれん 109,102

資産合計 2,114,336

流動負債 684,186

固定負債 461,743

負債合計 1,145,929

 

(3) 会計処理

　「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　2013年９月13日）及び「企業結合会計基準及び

事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　2019年１月16日）に基づき、当該

譲渡株式の連結上の帳簿価額と譲渡価額との差額を「関係会社株式売却益」として特別利益に計上しており

ます。
 

３．分離した事業が含まれていた報告セグメント

　情報通信関連事業

 

４．当連結会計年度の連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額

売上高 1,379,904千円

営業損失（△） △10,495

 

（資産除去債務関係）

　当社グループは、不動産賃貸借契約に基づく賃貸期間終了後の原状回復義務を資産除去債務に関する会計基準

の対象としております。

　当社グループは、当連結会計年度末における資産除去債務について、負債計上に代えて、賃貸借契約に関連す

る敷金及び保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当連結会計年度の負担に属

する金額を費用に計上する方法によっております。
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（収益認識関係）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、連結財務諸表「注記事項（セグメント情報等）」に記載

のとおりであります。

 

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　連結財務諸表「注記事項（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）４．会計方針に関する事

項　(5）重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

 

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会

計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び

時期に関する情報

(1）契約資産及び契約負債の残高等

（単位：千円）
 

 前連結会計年度 当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 447,617 687,771

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 687,771 152,219

契約資産（期首残高） 18,967 20,880

契約資産（期末残高） 20,880 8,890

契約負債（期首残高） 17,539 45,425

契約負債（期末残高） 45,425 4,615

　契約資産は、受託開発について、期末日現在で進捗度に基づいて認識した収益にかかる未請求の対価に

対する当社グループの権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する当社グループの権利が無

条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。

　契約負債は、履行義務を充足する前に顧客から受け取った対価であります。契約負債は、履行義務を充

足した時点で収益の認識に伴い取り崩されます。

　前連結会計年度に認識された収益のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた金額に重要性はあり

ません。なお、前連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益の金額はあり

ません。

　当連結会計年度に認識された収益のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた金額に重要性はあり

ません。なお、当連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益の金額はあり

ません。

 

(2）残存履行義務に配分した取引価格

　当社グループにおいては、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な契約がないため、実務上の

便法を適用し、記載を省略しております。なお、顧客との契約から受け取る対価の額に、取引価格に含ま

れていない重要な変動対価の額等はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

(1）報告セグメントの決定方法

　当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能で

あり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっ

ているものであります。

　当社グループは、事業部門を基礎としたサービス別のセグメントから構成されており、「DXクラウド

事業」、「広告・メディア事業」、「投資関連事業」及び「情報通信関連事業」の４つを報告セグメン

トとしております。

 

(2）各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類

　「DXクラウド事業」は、主としてクラウド型Webサイト最適化サービス「NaviCastシリーズ」やセ

キュリティ強化を目的とした「ProTechシリーズ」、企業と顧客をつなぐオンライン手続きプラット

フォームサービス「おもてなしSuite」の提供を行うSaaS事業及び当社の強みであるSaaSプロダクト開

発ノウハウと大手企業の業務ノウハウを融合したDX支援開発（クラウドインテグレーション）事業を

行っております。

　「広告・メディア事業」は、オウンドメディアの運営とアフィリエイト広告運用を行っております。

　「投資関連事業」は、株式会社Showcase Capitalが事業会社やVC・CVCとスタートアップ企業をオン

ラインでマッチングするマッチングプラットフォームサービス「SmartPitch」の提供、国内外のユニー

クな技術保有やサービス提供を行っているスタートアップ各社の事業成長の支援、上場企業の資金調達

に関する支援事業を行っております。

　「情報通信関連事業」は、中古スマートフォンの販売を主としており、ReYuu社が行っております。

 

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

　報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表を作成するために採用される会計方

針に準拠した方法であります。報告セグメントの利益又は損失は、営業利益又は営業損失ベースの数値で

あります。

　セグメント間の内部売上高及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
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３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報及び収益の

分解情報

前連結会計年度（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）

      （単位：千円）

 報告セグメント

 
DXクラウド
事業

広告・
メディア
事業

投資関連
事業

情報通信関連事業

計
 

リユース
関連事業

その他の
事業

小計

売上高        

顧客との契約から

生じる収益
1,154,944 308,052 906 4,664,515 54,358 4,718,874 6,182,778

その他の収益 － － 28,643 － － － 28,643

外部顧客への売上

高
1,154,944 308,052 29,550 4,664,515 54,358 4,718,874 6,211,422

セグメント間の内

部売上高又は振替

高

1,999 22,200 9,117 － － 13,688 47,004

計 1,156,943 330,252 38,667 － － 4,732,562 6,258,426

セグメント利益又は

損失（△）
343,635 60,064 △16,777 － － △116,963 269,959

セグメント資産 299,029 48,250 161,713 － － 2,001,687 2,510,681

その他の項目        

減価償却費 125,942 － 905 － － 15,388 142,236

のれんの償却額 34,634 － － － － 54,551 89,185

 

    

 
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

連結財務
諸表計上額
（注）３

売上高     

顧客との契約から

生じる収益
－ 6,182,778 － 6,182,778

その他の収益 － 28,643 － 28,643

外部顧客への売上

高
－ 6,211,422 － 6,211,422

セグメント間の内

部売上高又は振替

高

29,583 76,588 △76,588 －

計 29,583 6,288,010 △76,588 6,211,422

セグメント利益又は

損失（△）
29,583 299,542 △465,384 △165,842

セグメント資産 38 2,510,719 975,465 3,486,185

その他の項目     

減価償却費 － 142,236 19,248 161,484

のれんの償却額 － 89,185 － 89,185

（注）１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、経営管理業務受託事業等でありま

す。

２．調整額は、以下のとおりであります。

(1）セグメント利益又は損失（△）の調整額△465,384千円は事業セグメントに配分していない全社費用△

466,176千円、セグメント間取引消去791千円であります。全社費用は、主に事業セグメントに帰属しない

一般管理費であります。

(2）セグメント資産の調整額975,465千円は、主に事業セグメントに配分していない全社資産であります。

(3）減価償却費の調整額19,248千円は、事業セグメントに配分していない全社費用であります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
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４．「リユース関連事業」及び「その他の事業」は、収益の分解情報として記載しているため、「セグメント間

の内部売上高又は振替高」、「計」、「セグメント利益又は損失（△）」、「セグメント資産」、「減価償

却費」及び「のれんの償却額」は記載しておりません。

 

当連結会計年度（自　2025年１月１日　至　2026年３月31日）

      （単位：千円）

 報告セグメント

 
DXクラウド
事業

広告・
メディア
事業

投資関連
事業

情報通信関連事業

計
 

リユース
関連事業

その他の
事業

小計

売上高        

顧客との契約から

生じる収益
1,368,345 303,811 277 1,358,553 21,350 1,379,904 3,052,340

その他の収益 － － 179,259 － － － 179,259

外部顧客への売上

高
1,368,345 303,811 179,537 1,358,553 21,350 1,379,904 3,231,599

セグメント間の内

部売上高又は振替

高

7,879 38,100 3,218 － － 797 49,995

計 1,376,225 341,911 182,755 － － 1,380,702 3,281,595

セグメント利益又は

損失（△）
533,957 61,710 74,904 － － △10,495 660,076

セグメント資産 162,818 23,724 97,409 － － － 283,952

その他の項目        

減価償却費 19,993 － 907 － － 9,178 30,079

のれんの償却額 － － － － － 13,637 13,637

 

    

 
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

連結財務
諸表計上額
（注）３

売上高     

顧客との契約から

生じる収益
29,742 3,082,082 － 3,082,082

その他の収益 － 179,259 － 179,259

外部顧客への売上

高
29,742 3,261,341 － 3,261,341

セグメント間の内

部売上高又は振替

高

20,320 70,315 △70,315 －

計 50,062 3,331,657 △70,315 3,261,341

セグメント利益又は

損失（△）
14,432 674,509 △547,939 126,570

セグメント資産 － 283,952 2,095,466 2,379,418

その他の項目     

減価償却費 － 30,079 33,680 63,759

のれんの償却額 － 13,637 － 13,637

（注）１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、経営管理業務受託事業等でありま

す。

２．調整額は、以下のとおりであります。

(1）セグメント利益又は損失（△）の調整額△547,939千円は事業セグメントに配分していない全社費用△

546,181千円、未実現利益の調整額△1,757千円であります。全社費用は、主に事業セグメントに帰属しな

い一般管理費であります。

(2）セグメント資産の調整額2,095,466千円は、主に事業セグメントに配分していない全社資産であります。

(3）減価償却費の調整額33,680千円は、事業セグメントに配分していない全社費用34,084千円、未実現利益の

調整額△404千円であります。
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３．セグメント利益又は損失（△）は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

４．「リユース関連事業」及び「その他の事業」は、収益の分解情報として記載しているため、「セグメント間

の内部売上高又は振替高」、「計」、「セグメント利益又は損失（△）」、「セグメント資産」、「減価償

却費」及び「のれんの償却額」は記載しておりません。

 

【関連情報】

前連結会計年度（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

　セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しておりま

す。

 

(2）有形固定資産

　本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

 

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）
 

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

株式会社インターネットイニシアティブ 1,260,749 情報通信関連事業

株式会社オプテージ 1,031,449 情報通信関連事業

 

当連結会計年度（自　2025年１月１日　至　2026年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

　セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しておりま

す。

 

(2）有形固定資産

　本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

 

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）
 

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

株式会社オプテージ 396,809 情報通信関連事業
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）

       （単位：千円）

 報告セグメント

その他
（注）

全社・消去 合計
 

DXクラウド
事業

広告・
メディア
事業

投資関連
事業

情報通信
関連事業

計

減損損失 522,992 － － 5,032 528,024 － － 528,024

（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、経営管理業務受託事業等であります。

 

当連結会計年度（自　2025年１月１日　至　2026年３月31日）

       （単位：千円）

 報告セグメント

その他
（注）

全社・消去 合計
 

DXクラウド
事業

広告・
メディア
事業

投資関連
事業

情報通信
関連事業

計

減損損失 136,351 － － － 136,351 － － 136,351

（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、経営管理業務受託事業等であります。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）

       （単位：千円）

 報告セグメント

その他
（注）１

全社・消去 合計
 

DXクラウド
事業

広告・
メディア
事業

投資関連
事業

情報通信
関連事業

計

当期末残高 － － － 122,740 122,740 － － 122,740

（注）１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、経営管理業務受託事業等でありま

す。

２．のれんの償却額については、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 

当連結会計年度（自　2025年１月１日　至　2026年３月31日）

　該当事項はありません。

　なお、のれんの償却額については、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略してお

ります。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

　該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

１．関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

前連結会計年度（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）

種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又は
出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の所
有（被所有）
割合（％）

関連当事者と
の関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

親会社

AIフュー
ジョンキャ
ピタルグ
ループ株式
会社

東京都千代
田区

100,000

ベンチャー
企業への投
資及び投資
事業組合の
組成及びそ
の管理・運
営等を行う
グループ会
社の経営管
理及びこれ
に附帯又は
関連する業
務

（被所有）
直接 51.02

資本業務
提携

第三者割当
増資
（注）

677,418 － －

　（注）当社の行った第三者割当増資を１株につき420円で引き受けたものであります。AIF社は、当該取引をもって当

社の親会社に該当することとなりました。なお、議決権等の被所有割合は、当連結会計年度末時点での割合を

記載しております。

 

当連結会計年度（自　2025年１月１日　至　2026年３月31日）

種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又は
出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の所
有（被所有）
割合（％）

関連当事者と
の関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

親会社

AIフュー
ジョンキャ
ピタルグ
ループ株式
会社

東京都港区 591,765

ベンチャー
企業への投
資及び投資
事業組合の
組成及びそ
の管理・運
営等を行う
グループ会
社の経営管
理及びこれ
に附帯又は
関連する業
務

（被所有）
直接 51.02

資金の貸付
リース取引
役員の兼任

資金の貸付 1,000,000
関係会
社短期
貸付金

1,000,000

利息の受取
（注）１

9,452 － －

資産の売却
（注）２、
３

28,948 － －

リース料の
受取
（注）３

758

その他
（流動
資産）

3,064

その他
（固定
資産）

25,124

　取引条件及び取引条件の決定方針等

　（注）１．双方の合意に基づき利率を合理的に決定しております。

２．取引金額は、当連結会計年度の取引発生総額を記載しております。

３．市場の実勢価格及び市場金利を勘案して取引価額及び利率を合理的に決定しております。

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

　AIフュージョンキャピタルグループ株式会社（東京証券取引所に上場）
 

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

 
前連結会計年度

（自　2024年１月１日
至　2024年12月31日）

当連結会計年度
（自　2025年１月１日
至　2026年３月31日）

１株当たり純資産額 92.81円 196.44円

１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失

（△）
△104.86円 99.25円

（注）１．前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当た

り当期純損失であるため、記載しておりません。また、当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

２．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　2024年１月１日
至　2024年12月31日）

当連結会計年度
（自　2025年１月１日
至　2026年３月31日）

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主

に帰属する当期純損失（△）（千円）
△742,757 850,829

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益

又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）（千

円）

△742,757 850,829

普通株式の期中平均株式数（株） 7,083,500 8,572,700

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の

概要

（連結子会社）

　ReYuu社

第１回新株予約権　2,980個

（普通株式　298,000株）

－

 

（重要な後発事象）

（資金の貸付）

　当社は、2026年４月17日開催の取締役会において、2025年４月18日付で締結したAIフュージョンキャピタル

グループ株式会社との金銭消費貸借契約について、以下のとおり変更することを決議し、同日付で覚書を締結

し、2026年４月21日付で変更いたしました。

 

 変更前 変更後

貸付先における資金使途 M&A資金等 変更はありません。

貸付金額 1,000,000千円 変更はありません。

返済期限 2025年４月21日から１年以内 2026年４月21日から１年以内

貸付利率 １％（固定） 2.53％（固定）

担保又は保証 無担保・無保証 変更はありません。
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

　該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 900,000 500,000 2.2 －

１年内返済予定の長期借入金 236,012 36,000 1.9 －

１年内に期限が到来するリース債務 4,947 － － －

長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を除く。） 722,335 52,666 1.9 2027年～2028年

リース債務（１年内に期限が到来するリース債務を除

く。）
10,394 － － －

合計 1,873,688 588,666 － －

（注）１．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．変動利率のものについては、当連結会計年度末の利率を利用しております。

３．長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を除く。）の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額

の総額

区分
１年超２年以内
（千円）

２年超３年以内
（千円）

３年超４年以内
（千円）

４年超５年以内
（千円）

長期借入金 36,000 16,666 － －

 

【資産除去債務明細表】

　当連結会計年度期首における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首における負債及び純資産の合計額の

100分の１以下であるため、記載を省略しております。

　なお、当連結会計年度末において、該当事項はありません。

 

（２）【その他】

当連結会計年度における半期情報等

 中間連結会計期間 当連結会計年度

売上高 （千円） 2,294,325 3,261,341

税金等調整前中間（当期）純利益 （千円） 1,049,372 862,311

親会社株主に帰属する中間（当期）

純利益
（千円） 985,229 850,829

１株当たり中間（当期）純利益 （円） 114.93 99.25
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

（2024年12月31日）
当事業年度

（2026年３月31日）

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 806,736 705,265

売掛金 ※ 229,649 ※ 156,316

契約資産 20,880 8,890

仕掛品 1,117 －

前払費用 34,128 25,795

関係会社短期貸付金 － 1,000,000

その他 ※ 9,612 ※ 14,566

貸倒引当金 △2,060 △1,295

流動資産合計 1,100,064 1,909,538

固定資産   

有形固定資産   

建物 28,334 63,293

工具、器具及び備品 7,319 13,256

リース資産 12,936 －

建設仮勘定 － 3,395

有形固定資産合計 48,590 79,945

無形固定資産   

ソフトウエア 87,830 20,199

ソフトウエア仮勘定 13,128 －

その他 45 45

無形固定資産合計 101,004 20,244

投資その他の資産   

投資有価証券 2,000 140,000

関係会社株式 829,290 0

敷金及び保証金 89,935 87,433

関係会社長期貸付金 205,264 100,000

繰延税金資産 － 25,158

その他 3,289 ※ 27,155

貸倒引当金 △7,477 △1,857

投資その他の資産合計 1,122,301 377,889

固定資産合計 1,271,896 478,079

資産合計 2,371,960 2,387,617
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  （単位：千円）

 
前事業年度

（2024年12月31日）
当事業年度

（2026年３月31日）

負債の部   

流動負債   

買掛金 ※ 8,283 6,856

短期借入金 500,000 500,000

１年内返済予定の長期借入金 196,016 36,000

リース債務 4,947 －

未払金 ※ 95,190 ※ 50,071

未払費用 12,812 5,635

未払法人税等 18,592 5,830

前受金 11,857 4,615

預り金 12,257 5,145

賞与引当金 － 7,400

その他 9,691 21,169

流動負債合計 869,648 642,724

固定負債   

長期借入金 285,662 52,666

リース債務 10,394 －

繰延税金負債 3,495 －

固定負債合計 299,551 52,666

負債合計 1,169,200 695,390

純資産の部   

株主資本   

資本金 389,047 389,047

資本剰余金   

資本準備金 339,047 339,047

その他資本剰余金 1,691,520 1,691,520

資本剰余金合計 2,030,567 2,030,567

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △616,856 △87,888

利益剰余金合計 △616,856 △87,888

自己株式 △599,998 △599,998

株主資本合計 1,202,759 1,731,727

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － △39,500

評価・換算差額等合計 － △39,500

純資産合計 1,202,759 1,692,227

負債純資産合計 2,371,960 2,387,617
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②【損益計算書】

  （単位：千円）

 
前事業年度

（自　2024年１月１日
至　2024年12月31日）

当事業年度
（自　2025年１月１日
至　2026年３月31日）

売上高 ※１ 1,516,780 ※１ 1,739,797

売上原価 ※１ 445,406 ※１ 388,996

売上総利益 1,071,373 1,350,800

販売費及び一般管理費 ※１,※２ 1,104,266 ※１,※２ 1,305,629

営業利益又は営業損失（△） △32,892 45,170

営業外収益   

受取利息 ※１ 2,129 ※１ 14,451

受取配当金 58 －

補助金収入 755 －

貸倒引当金戻入額 2,405 5,267

その他 278 ※１ 603

営業外収益合計 5,626 20,321

営業外費用   

支払利息 10,707 13,860

公開買付関連費用 23,900 －

支払手数料 1,200 4,282

支払補償費 － 2,513

その他 29,457 364

営業外費用合計 65,265 21,021

経常利益又は経常損失（△） △92,531 44,471

特別利益   

関係会社株式売却益 － 621,210

受取保険金 3,100 8,160

その他 ※１ 531 26,307

特別利益合計 3,632 655,678

特別損失   

減損損失 522,992 136,351

情報セキュリティ対策費 5,483 4,248

その他 － 15,678

特別損失合計 528,476 156,277

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △617,375 543,872

法人税、住民税及び事業税 2,290 43,558

法人税等調整額 15,617 △28,653

法人税等合計 17,907 14,904

当期純利益又は当期純損失（△） △635,282 528,967
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）

        （単位：千円）

 株主資本

純資産合計

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

 

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

 
繰越利益
剰余金

当期首残高 50,188 188 1,691,520 1,691,708 18,426 18,426 △599,998 1,160,323 1,160,323

当期変動額          

新株の発行 338,709 338,709  338,709    677,418 677,418

新株の発行（新株
予約権の行使）

150 150  150    300 300

当期純損失（△）     △635,282 △635,282  △635,282 △635,282

当期変動額合計 338,859 338,859 － 338,859 △635,282 △635,282 － 42,436 42,436

当期末残高 389,047 339,047 1,691,520 2,030,567 △616,856 △616,856 △599,998 1,202,759 1,202,759

 

当事業年度（自　2025年１月１日　至　2026年３月31日）

       （単位：千円）

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

 

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

 
繰越利益
剰余金

当期首残高 389,047 339,047 1,691,520 2,030,567 △616,856 △616,856 △599,998 1,202,759

当期変動額         

当期純利益     528,967 528,967  528,967

株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）

        

当期変動額合計 － － － － 528,967 528,967 － 528,967

当期末残高 389,047 339,047 1,691,520 2,030,567 △87,888 △87,888 △599,998 1,731,727

 

    

 評価・換算差額等

純資産合計
 

その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 － － 1,202,759

当期変動額    

当期純利益   528,967

株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）

△39,500 △39,500 △39,500

当期変動額合計 △39,500 △39,500 489,467

当期末残高 △39,500 △39,500 1,692,227
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のない株式等

　移動平均法による原価法

 

(2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

仕掛品

　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

 

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並

びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物　　　　　　　　　６～24年

工具、器具及び備品　　２～８年

 

(2）無形固定資産

市場販売目的のソフトウエア

　見込販売収益に基づく償却額と残存有効期間（３年以内）に基づく均等配分額とを比較し、いずれか

大きい額を当期償却額としております。

自社利用目的のソフトウエア

　社内における利用可能期間（５年以内）に基づく定額法を採用しております。

 

(3）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

 

３．繰延資産の処理方法

株式交付費

　発生時に全額費用処理しております。

 

４．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

 

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
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５．収益及び費用の計上基準

　当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を

充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

　顧客との約束が財又はサービスを他の当事者によって提供されるように手配する履行義務である場合につ

いて、顧客への財又はサービスの提供における役割（本人又は代理人）を判断した結果、純額で収益を認識

しております。

　また、約束した対価の金額は、概ね１年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。

 

(1）DXクラウド事業

・NaviCastシリーズ

　顧客に成果物を納品し、検収を受けた時点で履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識し

ております。なお、一部の取引は、納品時点と検収時点とに重要な差異がないと判断し、納品時点で収益

を認識しております。

・おもてなしSuite及びProTechシリーズ

　顧客にサービスが提供される期間の経過に応じて履行義務が充足されると判断し、当該期間の経過に応

じて収益を認識しております。なお、一部の従量課金については、アクセス数やユーザー数などの従量に

応じて収益を認識しております。

・Webサイト制作等

　Webサイト制作等の受託は、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期

間にわたり収益を認識しております。履行義務の充足にかかる進捗度の測定は、各報告期間の期末日まで

に発生した売上原価が、予想される売上原価の合計に占める割合に基づいて行っております。ただし、契

約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い受託開発契

約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した

時点で収益を認識しております。

 

(2）広告・メディア事業

　顧客と合意した契約条件に基づき広告配信、記事出稿等を行っており、当該配信、出稿等に関して顧客

と合意した成果について検収を受けた時点で履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識して

おります。
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（重要な会計上の見積り）

前事業年度（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）

（関係会社貸付金の評価）

１．当事業年度の財務諸表に計上した金額

 （単位：千円）
 

 当事業年度

関係会社長期貸付金

（株式会社Showcase Capital）
200,000

 

２．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　連結子会社である株式会社Showcase Capitalに対する長期貸付金については、個別に財政状態及び経営

成績等の状況を勘案し、事業計画を使用して貸倒引当金の計上要否を検討しております。当事業年度末に

おいて、当該貸付金について貸倒引当金は計上しておりません。

　貸倒引当金の計上要否の検討に使用した事業計画には不確実性があり、計画と実績に乖離が生じる場

合、翌事業年度以降において当該貸付金について貸倒引当金が計上される可能性があります。

 

（固定資産の減損）

１．当事業年度の財務諸表に計上した金額

 （単位：千円）
 

 当事業年度

有形固定資産 48,590

無形固定資産 101,004

減損損失 522,992

 

２．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　当社は、事業用資産については管理会計上の区分を基礎として資産のグルーピングを行っており、遊休

資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。資産グループに係る減損の兆候を把握す

るため、「固定資産の減損に係る会計基準」に従って検討を行っております。減損の兆候がある資産グ

ループについては、割引前将来キャッシュ・フローの総額が当該資産グループの固定資産の帳簿価額を下

回る場合に減損損失を認識する方針としております。将来キャッシュ・フローは、過去の実績や事業環境

を反映した事業計画を基礎としております。また、将来キャッシュ・フローの見積り期間は、資産グルー

プにおける主要な資産の経済的残存耐用年数としております。減損損失を認識する場合、資産グループの

回収可能価額は、使用価値により測定しております。

　当事業年度において、営業損益が継続してマイナスであり、回収可能性が見込めない資産グループ及び

使用見込みがなくなったソフトウエア（遊休資産）について減損損失を認識しております。

　減損損失の認識及び測定に使用した将来キャッシュ・フローの基礎となる事業計画には事業環境の仮定

等の不確実性が含まれており、現時点で予測不能な将来の事業環境の著しい悪化等により実際のキャッ

シュ・フローが見積りを下回った場合、翌事業年度以降において減損損失が計上される可能性がありま

す。
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当事業年度（自　2025年１月１日　至　2026年３月31日）

（関係会社貸付金の評価）

１．当事業年度の財務諸表に計上した金額

 （単位：千円）
 

 当事業年度

関係会社長期貸付金

（株式会社Showcase Capital）
100,000

 

２．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　連結子会社である株式会社Showcase Capitalに対する長期貸付金については、個別に財政状態及び経営

成績等の状況を勘案し、事業計画を使用して貸倒引当金の計上要否を検討しております。当事業年度末に

おいて、当該貸付金について貸倒引当金は計上しておりません。

　貸倒引当金の計上要否の検討に使用した事業計画には不確実性があり、計画と実績に乖離が生じる場

合、翌事業年度以降において当該貸付金について貸倒引当金が計上される可能性があります。

 

（固定資産の減損）

１．当事業年度の財務諸表に計上した金額

 （単位：千円）
 

 当事業年度

有形固定資産 79,945

無形固定資産 20,244

減損損失 136,351

 

２．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　当社は、事業用資産については管理会計上の区分を基礎として資産のグルーピングを行っており、遊休

資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。資産グループに係る減損の兆候を把握す

るため、「固定資産の減損に係る会計基準」に従って検討を行っております。減損の兆候がある資産グ

ループについては、割引前将来キャッシュ・フローの総額が当該資産グループの固定資産の帳簿価額を下

回る場合に減損損失を認識する方針としております。将来キャッシュ・フローは、過去の実績や事業環境

を反映した事業計画を基礎としております。また、将来キャッシュ・フローの見積り期間は、資産グルー

プにおける主要な資産の経済的残存耐用年数としております。減損損失を認識する場合、資産グループの

回収可能価額は、使用価値により測定しております。

　当事業年度において、営業損益が継続してマイナスであり、回収可能性が見込めない資産グループにつ

いて減損損失を認識しております。

　減損損失の認識及び測定に使用した将来キャッシュ・フローの基礎となる事業計画には事業環境の仮定

等の不確実性が含まれており、現時点で予測不能な将来の事業環境の著しい悪化等により実際のキャッ

シュ・フローが見積りを下回った場合、翌事業年度以降において減損損失が計上される可能性がありま

す。
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（繰延税金資産の回収可能性）

１．当事業年度の財務諸表に計上した金額

 （単位：千円）
 

 当事業年度

繰延税金資産 25,158

 

２．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　将来減算一時差異等及び税務上の繰越欠損金に対して、将来の収益力に基づく課税所得の見積り及び

タックス・プランニングに基づき、繰延税金資産の回収可能性を判断しております。将来の収益力に基づ

く課税所得の見積りは、当社の事業計画を基礎としております。

　当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動等によって影響を受ける可能性があり、実際に発生した

利益並びに課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度以降において、繰延税金資産の

金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。

 

（表示方法の変更）

（損益計算書）

　前事業年度において区分掲記しておりました「株式交付費」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業

年度より営業外費用の「その他」に含めて表示しております。なお、当事業年度の「株式交付費」は0千円で

あります。

 

　前事業年度において区分掲記しておりました「固定資産売却益」は、金額的重要性が乏しくなったため、当

事業年度より特別利益の「その他」に含めて表示しております。なお、当事業年度の「固定資産売却益」は

690千円であります。

 

（会計上の見積りの変更）

（資産除去債務の見積りの変更）

　不動産賃貸借契約に基づく原状回復義務について、当事業年度において当社の本社オフィスの改装を行った

ことに伴い、原状回復費用及び使用見込期間に関して見積りの変更を行いました。

　この見積りの変更により、従来と比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は、それ

ぞれ735千円減少しております。

　なお、資産除去債務については、負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する敷金及び保証金の回収が

最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方

法によっております。
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（貸借対照表関係）

※　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）

 
前事業年度

（2024年12月31日）
当事業年度

（2026年３月31日）

短期金銭債権 18,616千円 10,568千円

長期金銭債権 －千円 25,124千円

短期金銭債務 1,767千円 3,175千円

 

（損益計算書関係）

※１　関係会社との取引高

 
前事業年度

（自　2024年１月１日
至　2024年12月31日）

当事業年度
（自　2025年１月１日
至　2026年３月31日）

営業取引による取引高   

売上高 53,782千円 66,299千円

売上原価 7,276 〃 759 〃

販売費及び一般管理費 20,284 〃 34,190 〃

営業取引以外の取引による取引高 5,915 〃 52,759 〃

 

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

 
前事業年度

（自　2024年１月１日
至　2024年12月31日）

当事業年度
（自　2025年１月１日
至　2026年３月31日）

給料手当 452,092千円 555,039千円

業務委託費 104,353 〃 139,206 〃

支払手数料 99,605 〃 134,196 〃

減価償却費 30,288 〃 14,018 〃

のれん償却額 34,634 〃 － 〃

貸倒引当金繰入額 1,140 〃 1,131 〃

賞与引当金繰入額 － 〃 7,400 〃

 

おおよその割合   

販売費 45.5％ 43.3％

一般管理費 54.5％ 56.7％
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（有価証券関係）

子会社株式及び関連会社株式

前事業年度（2024年12月31日）

（単位：千円）
 

区分 貸借対照表計上額 時価 差額

子会社株式 829,290 688,380 △140,910

計 829,290 688,380 △140,910

 

（注）上表に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

（単位：千円）
 

区分 当事業年度

子会社株式 0

関連会社株式 0

計 0

 

当事業年度（2026年３月31日）

　市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

（単位：千円）
 

区分 当事業年度

子会社株式 0

計 0
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

（2024年12月31日）
当事業年度

（2026年３月31日）

繰延税金資産   

未払事業税 4,978千円 1,657千円

減価償却超過額 100,604 〃 130,191 〃

貸倒引当金 2,920 〃 1,240 〃

賞与引当金 － 〃 2,332 〃

関係会社株式評価損 32,283 〃 3,152 〃

投資有価証券評価損 33,799 〃 525 〃

その他有価証券評価差額金 － 〃 12,450 〃

税務上の繰越欠損金 193,758 〃 132,837 〃

その他 51,524 〃 28,472 〃

繰延税金資産小計 419,869千円 312,860千円

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △193,758 〃 △132,837 〃

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △226,110 〃 △153,478 〃

評価性引当額小計 △419,869 〃 △286,316 〃

繰延税金資産合計 －千円 26,543千円

繰延税金負債   

税務上の収益認識差額 △3,495千円 △1,385千円

繰延税金負債合計 △3,495千円 △1,385千円

繰延税金資産（負債）純額 △3,495千円 25,158千円

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主な項目別の内訳

 
前事業年度

（2024年12月31日）

当事業年度

（2026年３月31日）

法定実効税率 税引前当期純損失であるため、

記載を省略しております。

30.6％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3

住民税均等割 0.5

評価性引当額の増減 △28.3

その他 △0.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.7

 

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立したこと

に伴い、2026年４月１日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりま

した。

　これに伴い、2026年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資

産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6％から31.5％に変更し計算しております。

　この変更による、当事業年度の財務諸表に与える影響は軽微であります。
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（企業結合等関係）

（事業分離（子会社株式の譲渡））

　連結財務諸表「注記事項 （企業結合等関係） （事業分離（子会社株式の譲渡））」に同一の内容を記載し

ているため、注記を省略しております。

 

（収益認識関係）

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、財務諸表「注記事項 （重要な会計方針）

５．収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

 

（重要な後発事象）

（資金の貸付）

　連結財務諸表「注記事項 （重要な後発事象） （資金の貸付）」に同一の内容を記載しているため、注記を

省略しております。
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④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）
 

区分 資産の種類 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期償却額 当期末残高
減価償却
累計額

有形固定資産

建物 28,334 43,628 4,935 3,733 63,293 15,908

工具、器具及び備品 7,319 31,939 21,446 4,555 13,256 22,632

車両運搬具 － 4,287 3,644 643 － －

リース資産 12,936 － 9,715 3,220 － －

建設仮勘定 － 3,395 － － 3,395 －

計 48,590 83,250 39,742 12,153 79,945 38,540

無形固定資産

ソフトウエア 87,830 64,158
89,865

41,925 20,199 －
(84,012)

ソフトウエア仮勘定 13,128 96,483
109,611

－ － －
(52,338)

その他 45 － － － 45 －

計 101,004 160,641
199,476

41,925 20,244 －
(136,351)

（注）１．当期減少額の（　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物 本社オフィスの改装 43,628千円

工具、器具及び備品 本社オフィスの改装 29,271千円

ソフトウエア ソフトウエア仮勘定からの振替 57,273千円

ソフトウエア仮勘定 自社利用目的ソフトウエア 96,483千円

３．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品 リース取引 21,127千円

ソフトウエア仮勘定 ソフトウエアへの振替 57,273千円

 

【引当金明細表】

（単位：千円）
 

科目 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

貸倒引当金 9,537 3,153 9,537 3,153

賞与引当金 － 7,400 － 7,400

 

（２）【主な資産及び負債の内容】

　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

（３）【その他】

　該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 毎事業年度終了後３か月以内

基準日 毎年３月31日

剰余金の配当の基準日
毎年９月30日

毎年３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号　三井住友信託銀行株式会社

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号　三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

取次所 －

買取手数料 無料

公告掲載方法

電子公告の方法により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電

子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。なお、電

子公告は当社のウェブサイトに掲載し、そのアドレスは次のとおりです。

https://www.showcase-tv.com/

株主に対する特典 該当事項はありません。

（注）１．当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することが出来ない

旨、定款に定めております。

①　会社法第189条第２項各号に掲げる権利

②　会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

③　株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

２．2025年３月24日開催の第29期定時株主総会において、定款の一部変更を決議し、事業年度が次のとおりとな

りました。

１．事業年度 ４月１日から３月31日まで
２．定時株主総会 毎事業年度終了後３か月以内
３．基準日 毎年３月31日
４．剰余金の配当の基準日 毎年９月30日

毎年３月31日

なお、当事業年度については、2025年１月１日から2026年３月31日までの15カ月となります。
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

 

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

 

(1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

　事業年度　第29期（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）2025年３月24日関東財務局長に提出

 

(2）内部統制報告書

　2025年３月24日関東財務局長に提出

 

(3）半期報告書及び確認書

（第30期中）（自　2025年１月１日　至　2025年６月30日）2025年８月14日関東財務局長に提出

 

(4）有価証券報告書の訂正報告書及びその添付書類並びに確認書

2025年５月15日関東財務局長に提出

事業年度　第29期（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書及びその添

付書類並びに確認書であります。

 

(5）臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（提出会社の特定子会社の異動）の規定に基づく臨時報

告書

2025年２月28日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号（提出会社及び連結会社の財政状態、経営成

績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象）の規定に基づく臨時報告書

2025年２月28日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）の規定に基

づく臨時報告書

2025年３月25日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号(代表取締役の異動)の規定に基づく臨時報告書

2026年３月27日関東財務局長に提出

 

(6）臨時報告書の訂正報告書

2025年５月15日関東財務局長に提出

2025年２月28日提出の企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号の規定に基づく臨時報

告書に係る訂正報告書であります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書  

 

2026年６月26日
 

株式会社ショーケース
 

 取締役会　御中  

 

 RSM清和監査法人  

 東京事務所  

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 武本　拓也

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 髙橋　良輔

 

＜連結財務諸表監査＞

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社ショーケースの2025年１月１日から2026年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸

借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財

務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社ショーケース及び連結子会社の2026年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績

及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子

会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎と

なる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

　監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要

であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形

成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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[株式会社ショーケースの広告・メディア事業における収益認識]

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

　連結財務諸表注記（セグメント情報等）に記載されてい

るとおり、会社の2026年３月期における広告・メディア事

業に係る売上高は303,811千円であり、連結売上高の

10.5％を占めている。

　当該事業には、アフィリエイト取引が含まれる。アフィ

リエイト取引は、ウェブサイト上で商品やサービスを販売

しているコマース事業者の広告を、メディア運営者のブロ

グ・比較サイト・ポイントサイトなどの広告掲載メディア

に掲載し、消費者を広告主のサイトへ誘導することで、広

告掲載の成果(商品購入等の実績)に応じて報酬を得る成果

報酬型広告である。

　アフィリエイト取引は、アフィリエイト提供企業から広

告掲載の成果に伴う報酬が記載されたレポートが配信さ

れ、当該レポートの報酬が支払われるが、報酬金額は当該

レポートに基づき手作業にてスプレッドシートの売上高・

原価管理表に入力され売上高が集計されるため、売上高計

上に手作業が介在する程度が高い。

 

　以上から、当監査法人は、広告・メディア事業における

収益認識が、当事業年度の財務諸表監査において特に重要

であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

当監査法人は、アフィリエイト取引における収益認識

を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実

施した。

 

・アフィリエイト取引に関連する内部統制の整備及び

運用状況の有効性を評価した。

・一定の基準により抽出した特定の得意先に対する売

掛金の残高確認を実施した。

・計上金額及び計上時期の妥当性を検討するため、期

中及び期末日前に計上された売上取引について一定

の基準により抽出した取引を対象に、アフィリエイ

ト提供企業から提供される広告掲載の成果に伴う報

酬が記載されたレポート及び入金証憑等の関連証憑

と突合した。

・期末日後の一定期間において、売上高の取り消し処

理がされていないことを、会計仕訳の閲覧により検

討した。

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以

外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その

他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記

載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容

と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ

うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する

必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示

がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の

意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

 

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手する。

・　連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論

付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に

注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対し

て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい

ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか

どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取

引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入

手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に

関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻

害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事

項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止され

ている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると

合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

＜内部統制監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ショーケースの2026

年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社ショーケースが2026年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の

内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務

報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制

監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監

査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上

の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ

て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ

る。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を

通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適

用される。

・　財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部

統制報告書の表示を検討する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、内

部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。

監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した

内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報

告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻

害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

＜報酬関連情報＞

　当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬

及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等（３）【監査

の状況】に記載されている。

 

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以　上
  
（注）１．上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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 独立監査人の監査報告書  

 

2026年６月26日
 

株式会社ショーケース
 

 取締役会　御中  

 

 RSM清和監査法人  

 東京事務所  

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 武本　拓也

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 髙橋　良輔

 

＜財務諸表監査＞

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社ショーケースの2025年１月１日から2026年３月31日までの第30期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

ショーケースの2026年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点におい

て適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫

理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立してお

り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な

監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

　監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると

判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対

応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

広告・メディア事業における収益認識

　連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項（株式会社ショーケースの広告・メディア事業に

おける収益認識）と同一内容であるため、記載を省略している。

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以

外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その

他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内

容に対して意見を表明するものではない。
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財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財

務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要

な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ

る場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影

響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実

施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け

る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚

起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見

を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の

事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう

かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象

を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻

害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査

上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場
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合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に

見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

＜報酬関連情報＞

　報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
  
（注）１．上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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